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尼崎市学びと育ち研究所の目的とねらい

 目　的

　子どもの学力、豊かな人間性、生活習慣など、実社会を主体的に生きていくために必
要な力を伸ばしていくために、より効果の高い子ども・教育政策を実施すること

 ねらいと背景

１　科学的根拠に基づいた教育政策
　外部の研究者を当研究所の研究員として招聘し、市や市教育委員会が保有するデー
タなどを活用することで、中長期的な効果測定を通じた科学的根拠（エビデンス）に
基づく教育政策や教育実践の研究を行います。
２　長期的な課題解決

　不登校やヤングケアラー、発達障害、貧困など、困難な状況にある子どもたちの課
題を解決するための長期的視野を持った研究を行います。
３　子どもの生涯を見据えた幅広な研究

　学力向上だけでなく、子どもが生涯にわたり実社会を主体的に生きていくために必
要な力、また、就学前教育などの充実により、学力等の認知能力の土台となる「後伸
びする力」を育むための研究を行います。

☆　報告会開催について　☆
　新型コロナウィルスの流行以降、オンライン開催を行っておりましたが、2025 年度報告
会は現地開催と動画配信を行いました。開催当日は、Slideというアプリを活用し、会場か
ら受け付けた質問に人気投票してもらい、人気のある質問に対して登壇者が答えるという「会
場参加型」で盛り上がりました。今後の報告会にもご期待ください。

これまでの「学びと育ち研究所報告会」の動画を

YouTubeでご覧いただけます。
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尼崎市学びと育ち研究所の概要

 組織（令和７年８月19日現在）

【所長】
　　大竹　文雄（大阪大学　感染症総合教育研究拠点　特任教授）
【副所長】
　　能島　裕介（尼崎市こども政策監）
　　尾崎　　匡（尼崎市教育委員会事務局教育総合センター所長）
【主席研究員】
　　安藤　道人（立教大学　経済学部　教授）
　　北野　幸子（神戸大学大学院　人間発達環境学研究科　教授）
　　中尾　繁樹（関西国際大学　教育学部　教授）
　　永瀬　裕朗（神戸大学大学院　医学研究科　特命教授）
　　野口　　緑（大阪大学大学院　医学系研究科　特任准教授）
　　濱島　淑惠（大阪公立大学大学院　現代システム科学研究科　教授）
　　藤澤　啓子（慶應義塾大学　文学部　教授）
【アドバイザー】
　　川上　泰彦　（兵庫教育大学大学院　学校教育研究科　教授）
　　曽我　智史　（弁護士）
　　苫野　一徳　（熊本大学大学院　教育学研究科　准教授）

 連絡先

　　〒661-0974　尼崎市若王寺２丁目18番５号
　　あまがさき・ひと咲きプラザ　アマブラリ３階
　　尼崎市 こども青少年局 こども青少年部 こども青少年課
　　電話番号　06-6409-4761　ファクス番号　06-4950-0173
　　メールアドレス　ama-msk@city.amagasaki.hyogo.jp
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第８回尼崎市学びと育ち研究所報告会
～教育の未来を拓く！エビデンスで変わる学びのカタチ～

プログラム

○開会挨拶　尼崎市長　松本　眞

○基調講演
　　「科学的根拠（エビデンス）で子育て」
　　　　　中室　牧子　教授　 （慶應義塾大学　総合政策学部　教授）

○研究報告
　　「教育環境が学力・非認知能力に与える影響」
　　　　　大竹　文雄　所長 　（大阪大学　感染症総合教育研究拠点　特任教授）
　　「子どもを対象とした行政・教育サービスの利用実態・政策効果の検証」
　　　　　安藤　道人　主席研究員　 （立教大学　経済学部　教授）
　　「乳幼児期の社会情動的スキルの育ちと架け橋期教育」
　　　　　北野　幸子　主席研究員　 （神戸大学大学院　人間発達環境学研究科　教授）
　　「学習や学校生活における困難を改善する指導に関する実践研究」
　　　　　中尾　繁樹　主席研究員 　（関西国際大学　教育学部　教授）
　　「周産期から幼児期までの状況が発達や学力の向上に与える影響」
　　　　　永瀬　裕朗　主席研究員　 （神戸大学大学院　医学研究科　特命教授）
　　「尼っこ健診・生活習慣病予防コホート研究」
　　　　　野口　　緑　主席研究員　 （大阪大学大学院　医学系研究科　特任准教授）
　　「尼崎市におけるヤングケアラーの実態調査と課題解決に向けた手法の検討」
　　　　　濱島　淑惠　主席研究員　 （大阪公立大学大学院 現代システム科学研究科 教授）
　　「妊娠期からの家庭・教育・社会環境と子どもの学力・健康：保護的要因とリスク要因に関する包括的検討」
　　　　　藤澤　啓子　主席研究員　（慶應義塾大学　文学部　教授）

○閉会挨拶　尼崎市教育委員会教育長　森山　太嗣



所長・主席研究員による報告書
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教育環境が学力・非認知能力に与える影響
研究代表者
大竹　文雄 （大阪大学 感染症総合教育研究拠点 特任教授）

研究協力者
阿部　眞子 （日本経済研究センター副主任研究員）
佐野　晋平 （神戸大学大学院 経済学研究科 教授）
浅川　慎介 （佐賀大学経済学部 専任講師）
名方佳寿子 （摂南大学経済学部 准教授）
峰松　　翼  ( 九州工業大学 准教授 )

研究の概要
　児童生徒の学力向上を目指すためには、学校における教育施策や学級規模、教員の特性が学力に与え
る影響を実証的に分析することが必要である。学校や学級別の学力平均を用いて、学校の教育力を評価
することが通常行われる。しかし、学力に影響を与えるものは、学校の教育力だけではない。児童生徒
が、学校に入学してくるまでに、幼稚園や保育所・園等で就学前に受けてきた教育や家庭で受けてきた
教育にも影響を受ける。学校在学中においても、家庭での教育や塾での教育の影響も受ける。そのため、
尼崎の児童生徒の学力を向上させるためには、学力に与える様々な要因を考慮した上で、学校教育が学
力に与える影響を分析する必要がある。
　本研究では、『あまっ子ステップ・アップ調査』、学校からの身長・体重、保健所からの出生体重・妊
娠週数情報、生活保護・就学援助の情報を行政側が接続し、個人が特定できないように匿名化処理がな
された上で研究者に提供されたデータを用いて、出生時体重・貧困状況・相対年齢が、認知能力・非認
知能力・身体的発達に与える影響を分析し、教育施策として対応すべき知見を提供する。長期欠席にか
かわる情報を用いて、どのような子供たちが長期欠席になっているかを明らかにし、その対策に資する
エビデンスを構築する。また、尼崎市生活困窮者学習支援事業などの尼崎市の教育施策の効果検証を行
う。さらに、就学前教育の状況把握と認知・非認知能力との関連を明らかにする。

期待される成果
　出生時体重・貧困状況・クラスサイズ・家庭環境等が、認知能力・非認知能力・身体的発達・出席状
況に与える影響を分析することで、教育において不利とされている子供たちの成長状況を明らかにし、
教育施策として対応すべき点を明確にすることができる。また、尼崎市生活困窮者学習支援事業などの
尼崎市の教育施策の効果検証をすることで、その改善策を考える参考資料とすることができる。

研究の進捗状況
　毎年新たに付け加わるデータを整合的に整理する作業を進めて、統合的にデータを使いやすくする作
業を行なった。また、過去に行なった研究のうち、2 つの論文が査読付き学術雑誌に掲載あるいは掲載
予定となっている。通塾することによって学力が高まっていることを傾向スコアマッチングという手法
で明らかにした ( 阿部他 (2025))。また、コロナ期の臨時休校などの影響が学力に負の影響を与えたこと
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を示した論文が掲載された (Asakawa et al.(2024))。一方、出生体重がその後の子供たちの発達に与えた
影響については、大竹文雄・佐野晋平 (2022) に発表された。
　また、クラスサイズ、長期欠席、学習支援などの分析については、学会報告を行った。2025 年度に
おいては、(1) クラスサイズが学力・非認知能力に与える影響、(2) 尼崎市生活困窮者学習支援事業の効
果検証、(3) 長期欠席者の特性分析、(4) 就学前教育の特性と認知・非認知能力の関係について、分析を
進めている。

　阿部眞子・佐野晋平・大竹文雄（2025）「通塾が児童生徒の学力に与える効果」『日本経済研究』（近刊）
　Asakawa, S., Ohtake, F. & Sano, S. （2024） “The impact of the COVID-19 pandemic on the academic 
achievement of elementary and junior high school students: analysis using administrative data from 
Amagasaki City,” Rev Econ Household（2024）. 　 https://doi.org/10.1007/s11150-024-09715-8
　大竹文雄・佐野晋平（2022）「胎児期環境と身体・学習能力の発達との関連」Bioclinica = バイオク
リニカ 37（1）, 29-33, 2022-01
　浅川慎介・阿部眞子・大竹文雄・佐野晋平（2024）「クラスサイズと家計の教育投資の反応：尼崎市デー
タを用いた検証」2024 年度日本経済学会春季大会報告
　佐野晋平・浅川慎介・阿部眞子・大竹文雄・名方佳寿子（2024）「認知能力、非認知能力、世帯構造
の特徴と長期欠席との関係性」行動経済学会 第 18 回大会および日本経済学会 2025 年度春季大会報告
　浅川慎介・阿部眞子・大竹文雄・佐野晋平・名方佳寿子（2025） 「学習支援が小学生・中学生の認知・
非認知能力に及ぼす影響」日本経済学会 2025 年度秋季学会報告予定

現時点における研究結果の概要
（１）クラスサイズが学力・非認知能力に与える影響
　本研究では、尼崎市の生徒児童のパネルデータを用い、クラスサイズ編成ルールを利用した回帰不連
続デザインにより、クラスサイズ、教育アウトカムそして家計の教育投資行動の関係を分析した。2018 
年から 2019 年の尼崎市の公立小中学校の児童生徒パネルデータを用いた分析によると、クラスサイズ
の削減は国語・算数の学力スコアや勤勉性に影響を与えない、あるいは中学生の数学と小学生の勤勉性
を引き下げる。小学生に関して、クラスサイズ縮小は就学援助受給グループの算数スコアと勤勉性を引
き上げる効果を持つが、中学生に関してはむしろ反対の影響を与える。このような結果を生み出す要因
は、クラスサイズの変化に家計が対応している可能性が考えられる。クラスサイズの変化と子どもの勉
強時間や家庭の学習の関与の関係を分析すると、クラスサイズが拡大するとそれに反応するように子ど
もの勉強時間は増え家庭の学習への関与は増える。ただし、それらの関係は、就学援助受給の有無や、
コロナ禍前後で異なることが明らかとなった。クラスサイズの変更の子供のアウトカムへの影響は、学
校資源の変更を通した影響だけではなく、それによる家庭の教育投資行動の変化を通した影響も考慮す
る必要がある。

（２）学習支援事業の効果検証
　日本では教育格差の問題が深刻化し、全国では「貧困の連鎖」をふせぐために学習支援が行われてい
る。しかし、学習支援の内容や参加する児童生徒の詳細なデータの入手が難しいことから、学習支援の
児童生徒への影響の検証はこれまでほとんどされてこなかった。本稿では尼崎市の行政データである「学
習支援」、「尼っこ調査」、「住民基本台帳」の 3 つを接合したデータを用い、尼崎市で行われている学習
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支援が児童生徒の認知・非認知能力に及ぼす影響を分析した。具体的には学習支援に参加した児童生徒
を Treatment Group, 学習支援の案内をされたが辞退した児童生徒を Control Group にわけ、学習支援
に参加すること（Treatment）への影響を推定した。分析の結果、学習支援の参加者全員への効果は認
められなかったが、女子の方は国語の点数にプラスの影響が認められた。また参加率の高い児童生徒や
参加期間の長い児童生徒には算数 / 数学と勤勉性にプラスの影響がみられた。それは、学習支援に参加
すると児童生徒の週の勉強時間が 4 － 5 時間ほど増えるという効果があったからである。
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（３）長期欠席に関する分析
　本研究では、2019 年から 2023 年までの尼崎市の公立小中学校の長期欠席の状況と、行政データおよ
び学力データを接合し、長期欠席と個人属性の関係を記述的に分析した。性別、生活保護や就学援助の
有無などの世帯属性、国語・算数それぞれの過去のスコア、過去の非認知能力指標を説明変数とし、長
期欠席の有無を被説明変数とした回帰分析の結果によると、他の要因を一定にしても、ひとり親世帯で
あること、生活保護世帯であること、過去の算数・数学スコアが低いことと長期欠席確率には正の相関
が観察され、その数量的な影響は生活保護世帯であることが最も大きいことが示された。また、非認知
能力との関連を検討したところ、外向性、協調性、勤勉性、精神安定性が低いほど長欠確率が高く、開
放性が高いほど長欠確率が高いことが示された。これらの属性を制御しても、2019 年と比べ 2023 年の
長期欠席確率は高いことが観察される。また、長期欠席の理由により傾向が異なる点も発見された。長
期欠席確率の経年的な上昇を Blinder-Oaxaca 分解で要因分解したところ、コロナ禍にける長期欠席の
上昇は、児童生徒の属性そのものの変化よりも、属性とりわけ、学力や外向性、中学生に関しては開放
性が与える影響が増大した可能性や、小学生に関してはクラスサイズの影響が示唆された。ただ、これ
らの変数ではキャプチャーされていない部分（定数項）の影響も無視できない大きさである。

（４）就学前教育における教育目標の実態
　文部科学省は「幼稚園教育要領解説」の中で、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿これらを幼児の
発達の側面から、心身の健康に関する領域「健康」、人との関わりに関する領域「人間関係」、身近な環
境との関わりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」
といった様々な「ねらい」を定めている。それを参考に、各幼稚園は学年ごとに「学年の重点」を定め
ている。また、各担任は、幼稚園児一人一人に「個人の重点」を決める。そして、「指導上参考になる事項」
を指導要録に記入する。
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　本研究では、園児の指導要録の文章から、文部科学省の「ねらい」の各項目と「学年の重点」、「個人
の重点」、「指導上参考になる事項」がどの程度類似しているかを、テキストの特徴ベクトルの類似度と
いう指標で算出した。
　その結果、健康 1「明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。」、人間関係 1「幼稚園生活を楽しみ、
自分の力で行動することの充実感を味わう。」人間関係 2「身近な人と親しみ、関わりを深め、工夫したり、
協力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、愛情や信頼感をもつ。」、協同性 1「友達と関わる中で、
互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、
充実感をもってやり遂げるようになる。」については、どの幼稚園も共通に重点にいれていることがわ
かる。
　各個人の重点にいれられているものに共通に出てくるのは、人間関係 2「身近な人と親しみ、関わり
を深め、工夫したり、協力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、愛情や信頼感をもつ。」、協同性
1「友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫
したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。」と思考力の芽生え「身近な事象に積
極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、考えたり、予想したり、工
夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れる中で、自分と
異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜び
を味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。」が共通している。一方で、「指導上参
考となる事項」の部分は、共通度が低く、各幼児の特性が描かれていることを表している。
　全体に尼崎市の幼稚園では、学年重点、個人の重点ともに、友達と協力することができるようになる
ことを重点にしている。一方で、個人の重点には、「思考力の芽生え」を共通に入れている。
　逆に、文部科学省の「ねらい」と類似度が低い項目も判明した。例えば、健康 3「健康、安全な生活
に必要な習慣や態度を身に付け、見通しをもって行動する」、人間関係 3「社会生活における望ましい
習慣や態度を身に付ける。」、表現 1「いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。」、自然
とのかかわり・生命尊重「自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や
探究心をもって考え言葉などで表現しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や
畏敬の念をもつようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付
き、身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるよ
うになる。」については、類似度が低い。
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今後の展望
　いずれの分析も各学校で行われている放課後学習の影響や非常勤教員の影響など、現段階で十分に考
慮できていないこともある。また、2024 年度の『あまっ子ステップ・アップ調査』の情報を取り入れて、
より最新のデータを用いた分析を進めていく。さらに、就学前教育の分析については、今回の幼稚園ご
と、個人ごとの重点の違いが、小学校以降の認知能力・非認知能力にどのような影響を与えるかを明ら
かにしていく。
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子どもを対象とした行政・教育サービスの利用実態・政策効果の検証
研究代表者
安藤　道人 （立教大学 経済学部 教授）

研究の概要
　本研究では、尼崎市の子ども・子育て領域における「相談支援」について、どのような世帯が相談支
援を利用しているかを検証する。具体的には、尼崎市の子どもの育ち支援センター（いくしあ）におけ
る総合相談窓口の利用率（以下、相談率）が世帯属性や地区によってどう異なるかを検証し、相談支援
ニーズのさらなる把握のために必要な課題を検討する。そのために、住民基本台帳と相談支援データを
マッチングし、世帯属性（ひとり親、低所得、外国籍、校区）やその重なりが、乳幼児や小学生のいる
世帯の相談支援の相談率とどう関連があるかを分析する。

期待される成果
　（a）相談支援の相談率の分析により、尼崎における相談支援の実施水準を検証できる。(b)属性別の
相談支援の相談率の分析から、支援ニーズの高い層やニーズ把握・捕捉が十分ではないと考えられる層
についての検討が可能となる。(c)今後のニーズ把握・補足のあり方についての検討材料を提供できる。(d)
相談支援に関する現状認識やニーズ把握を深めることにより、尼崎市の子ども・子育て政策における政
策的手段についての議論に資することができる。

研究の進捗状況
　現在は、住民基本台帳およびいくしあの相談データ（総合相談窓口）を用いて、(a)の相談水準の分析
や(b)の世帯属性別の相談率の比較分析を進めている。(c)のさらなるニーズ把握・補足のあり方につい
ての検討や(d)政策的手段については、さらに詳細なデータ分析や支援現場の調査に基づいて行う必要
がある。

現時点における研究結果の概要
　※　以下の分析結果は現時点での分析による暫定的なものであり、今後、データの追加や修正により
変更される可能性がある。

<分析結果＞
　相談率の状況：全体の相談率は、ひとり親世帯（約 9%）や低所得世帯（約 11 〜約 15%）において、
その他の世帯（約 6%）よりも高い。また、総合相談の多くは「育成」関連（約 7 〜約 12%）である。
障害関係の相談率でも、ひとり親や低所得世帯（約 1 〜約 2%）は、その他の世帯（0.6%）より高い。「そ
の他」の相談率は、ひとり親や低所得世帯（約 0.9 〜約 1.1%）とその他の世帯（約 0.2%）にとくに大
きな差がある。
　ひとり親世帯の相談率：ひとり親世帯の全体の相談率は、父子世帯（7%）よりも母子世帯（約 9%）
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のほうが高い。「育成」と「障害」はともに母子世帯で高い相談率（7% と 1%）となっている。「その他」
の相談は父子世帯が高い（約 1.1%）が、そもそもの人数が少ないので精査が必要である。
　外国籍の子どもの世帯：外国籍の子どもの世帯の相談率（約 3%）は、日本国籍の子どもの世帯の相
談率（約 7%）の半分以下である。
　校区別の世帯状況と相談率の関係：校区別でみると、世帯あたり課税所得と総合相談の相談率とは相
関がない一方で、ひとり親世帯割合や低所得世帯割合が低い地域のほうが相談率が高い傾向がある。こ
れは、相談ニーズが低めの地域に住む、相談ニーズが高い世帯がより相談する傾向がある可能性を示唆
している。ただし相関は弱く、精査が必要である。
　相談支援とサービス利用：いくしあでの「育成」相談歴のある児童の約 20% が、児童発達支援や放
課後等デイサービスを利用しており、相談支援が福祉サービスの「入り口」として機能している可能性
が示された。

<分析結果の含意と課題>
　ひとり親世帯は相談率が高いものの、それでもなお相談が抑制されている可能性がある。また、経済
的困窮と子育ての困難さには明瞭な関係性があると考えられるが、そのメカニズムの検証が必要である。
さらに、父子世帯には母子世帯とは異なる特有の課題が存在する可能性があり、それが見過ごされてい
ないかの検証も必要である。外国籍の子どもを持つ家庭においては、言語や制度理解の壁などにより、
ニーズの把握や支援の捕捉が遅れている可能性がある。また地域別に見ると、ニーズが高い地域の世帯
ほど、総合相談窓口へのアクセスが十分に確保されていない可能性を検証する必要がある。さらには、
こうした多様なニーズに対応し、支援をさらに充実させていくためには、他市事例も含めてどのような
手段が効果的であるかという議論も重要である。また今回の分析では虐待相談がほとんど含まれていな
いため、そのような領域も合わせて総合的に検討し、子育て世帯の困難の全体像を把握することが望ま
れる。

今後の展望
　本研究で行なっている統計分析は、そのまま支援現場の役に立つようなものではない。しかし、総合
相談への高い相談率や相談履歴と放課後等デイサービス利用との関連性は、いくしあの相談支援が尼崎
市の子育て支援において重要な役割を果たしていることを示している。また、属性や地区によって相談
率が異なるという事実は、相談支援ニーズの把握・補足のあり方を検証する際の手がかりとなる。今後
は、さらなる統計分析に加えて、より質的な情報や支援現場の情報などと合わせて検討することにより、
政策立案の参考となる分析の提示を目指す。
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乳幼児期の社会情動的スキルの育ちと架け橋期教育

研究代表者
北野　幸子 （神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授）

研究協力者
國土　将平 （中京大学 スポーツ科学部 教授）

佐野　　孝 （中京大学 スポーツ科学部 講師）

辻　　弘美 （大阪樟蔭女子大学 学芸学部 教授）

村山留美子 （神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 准教授）

村瀬　瑠美 （神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 助教） 

清山　莉奈 （岡山県立大学 保健福祉学部 助教）

若林　恵美 （神戸大学 非常勤講師）

松山　聖奈 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

研究の概要
　非認知的能力、すなわち、社会情動的スキルの育ちは、乳幼児期に大切にしたいものである（なお、

社会情動的スキルと表現する方がより適切との考えがあるので、以下、社会情動的スキルとする。）。本

研究では、小学校1年生を対象とした社会情動的スキルの育ちを捉える方法を開発し、その実態を明ら

かにしてきた。また、これらのデータに加えて、尼崎市の子どもの就学前教育の状況（出身園、地域、

就園状況（転園、出席状況））、地域の保幼こ小連携の状況、接続期教育の開発状況、共同研修、公開保

育・授業実施状況、尼崎市学力・生活実態調査の結果、全国学力・学習状況調査の結果、あまっ子ステッ

プ・アップ調査事業の結果、健診結果及び予防接種の接種状況、妊婦届、妊娠届、生活保護データを用

いて、尼崎市の子育てと乳幼児教育専門施設（保育所・園、認定こども園、幼稚園等）の実態を明らか

にする。さらに本研究では、尼崎市の就学前の子育てや乳幼児教育専門施設の実態と、小学1年生の実

態を踏まえて、本研究で得られたデータを行政に提供し、ブラインドを維持しつつ、地域性、園や小学

校の特性等についての分析を行う。

　2023年12月にこども家庭庁によりあらわされた、幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン 

（はじめの100か月の育ちビジョン）（こども家庭庁、2023）では、こどものウェルビーイングがめざさ

れており、切れ目のない支援がめざされている。すでに、2021年に文部科学省において設置された、幼

児教育と小学校教育の架け橋特別委員会では、誕生から18歳の学びの連続性を配慮しつつ、乳幼児期に

は社会情動的スキルを育む、乳幼児教育独自の教育を実施することの重要性が確認されている。そして

そのカリキュラムを社会に開いていき、理解の浸透をはかり、その質の維持・向上を図ることが大切に

されている。さらには、それを踏まえた幼児期の教育と小学校の、持続的で発展的な架け橋期のカリキュ

ラム開発が推奨されている。

　これらを踏まえて、家庭と、園、小学校における切れ目のない支援を目指す上で、尼崎市においても、

1年生の児童の社会情動的スキルの育ちの調査や、接続期の教育の実態に関する調査を行い、家庭や、園、



17

その後の育ち等のデータと照らし合わせて解析することは、子どものウェルビーイングを図る上で重要

な課題であると考える。

期待される成果
　尼崎市の子育てや乳幼児教育専門施設の実態を分析し、社会情動的スキルの育ちの状況を把握し、支

援の必要性を明らかにし、行政および実践現場との情報の共有を行う。各地の接続期教育の実態を調査

し、比較検討することで、本市の特徴を明らかにするとともに、子どもの自尊心等を育む。研究の結果、

効果的な就学前教育についてのモデルが確立されれば、その浸透を図ることにより、質の高い就学前教

育を受けられる児童が増え、その後の育ちに繋げることができる。また、接続期教育の意義や重要性が

確認できれば、接続期教育に力をいれる園・小学校等が増え、小学校入学時の自尊心の低下を防ぎ、学

習等においても好影響が期待される。

研究の進捗状況　
　小学1年生対象の調査票の作成については、国内外の性格特性や、自我意識、自尊心、思いやりなど

社会情動的スキルに関わる調査研究を精査した。また、全国学力・学習状況調査、業者調査や、他の専

門組織の実施調査との整合性も図り、専門家の指導助言を得て、62問を策定し、さらには32問に絞り込

んだ尼崎市独自の小学1年生対象調査票を作成した。加えて、他市の協力校で小学1年生のサンプル調査

も行った。作成した32問のうち、10問については、尼崎市の承諾を得て、全ての小学1年生を対象に、

これまで2019年から2022年に調査を実施した。また賛同が得られた小学校においては、さらに加えて22

問の調査を実施し、各種データと照らし合わせて、その結果を分析した。つまり、市から提供された経

済状況、家庭形態、検診データ、予防接種の回数データ、あまっ子ステップ・アップ調査データなどのデー

タを解析し、幼小接続に関する尼崎市の実態について調査を続けている。なお、初年度である2019年度

調査での児童の回答状況を踏まえて、2020年度以降の調査では質問紙の回答形式を一部変更した。その

ため、分析においては、2020－2022年度の小学校1年生のアンケート回答者8,110名（男子4,080名、女子

4,030名）を使用することとした。

現時点における研究結果の概要
　個人の家庭教育環境、社会情動的スキルの育ちに基づく園の特性、就学後の実態（学力、学校への適

応状況）の相互関係についての分析を行った。分析には、尼崎市から提供された住民基本台帳、幼保利

用状況、出身園、乳幼児健診受診歴、予防接種履歴、あまっ子ステップ・アップ調査（国語・算数・生

活アンケート）に加えて、小学1年生を対象とした社会情動的スキルアンケートのデータを使用した。

上記データについて、2020年度から2022年度に小学校に入学した児童6,513名を分析対象とした。有意

水準はすべて5％とした。

（１）個人の家庭教育環境と就学後の実態との関連

　就学後の実態には、学力面および学校への適応状況に着目した。学力については、対象児童の1-3年

生時のあまっ子ステップ・アップ調査の学力テストの結果から、国語と算数のIRT到達スコアの合計を

総合的な学力の指標とした。学校への適応状況については、小学1年生時点のあまっ子ステップ・アッ
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プ調査の生活アンケートの結果から、友達との関係性（「ともだちと そとで あそびますか。」）、教師と

の関係性（「せんせいは あなたの はなしを よくきいて くれますか。」）、学校の楽しさ（「がっこうに 

いくのが たのしいですか。」）の3項目に、全て「はい」と回答した児童（適応できている児童）の割合

を集計した。

　個人の家庭教育環境に関する変数として、①自治体階層（A 〜 D10の15階層）、②家族形態（両親・

ひとり親）、③1歳半健診の受診有無、④3歳児健診の受診有無の4つの変数を使用することとした。上記

の4変数について、因子分析（主因子法、バリマックス回転）を実施した結果、固有値1以上を示し、全

分散の69.3%を説明する2つの因子が抽出された。第1因子は1歳半健診の受診有無および3歳児健診の受

診有無の負荷量が高く、「健診受診因子」と解釈された。第2因子は、自治体階層および家族形態の負荷

量が高く、「経済状況因子」と解釈された。健診の受診状況と社会経済的背景は１つの因子にまとまら

ずに独立した因子として抽出されたことから、経済的な困難と健診の未受診は必ずしも対応するもので

はないことが明らかとなった。そして、健診の受診状況には、家庭における子どもの健康や育ちに対す

る関心度が反映されていることが想定され、「子育て関心度」という家庭教育環境における社会経済的

背景とは別の要因が設定できる可能性が示唆された。

　因子分析で抽出された2つの因子得点を用いて、大規模クラスタ分析により対象児童の家庭教育環境

のグループを分類した。その結果、対象児童は、グループ1（健診を毎回受診・経済的困難が少ない）、

グループ2（健診の受診状況がよくない・経済的困難が少ない）、グループ3（健診を毎回受診・経済的

困難がある）、グループ4（健診の受診状況がよくない・経済的困難がある）の4つに分類された。各グルー

プの構成割合は、グループ1が5,434名（83.4%）、グループ2が549名（8.4%）、グループ3が399名（6.1%）、

グループ4が131名（2.0％）であった。

　個人の家庭教育環境のグループ別に、1-3年生の学力スコアを一元配置分散分析により比較した結果、

3つの学年ともにグループ間のスコアに有意差が認められた。Tukey法による多重比較の結果、グルー

プ１（健診を毎回受診・経済的困難が少ない）の家庭の児童と比べて、グループ2、3、4の家庭の児童

はいずれの学年でも学力スコアが有意に低いことが明らかとなった。このことから、学力格差、教育格

差の文脈から着目されることの多い社会経済的背景だけでなく、家庭の子育て関心度についても就学後

の学力に関連することが示唆された。次に、学校への適応状況については、アンケートの3項目（友達

との関係、教師との関係、学校の楽しさ）に全て「はい」と回答した児童が、グループ1で74.6%、グルー

プ2で74.1％、グループ3で70.8%、グループ4で72.3%となり、グループ間に有意差は認められなかった。

友達・教師との関係や学校生活全体について、何らかの悩みを抱えている可能性がある児童は、家庭教

育環境の違いに関わらず2-3割程度いることが明らかとなった。

（２）社会情動的スキルの育ちに基づく園の特性と就学後の実態との関連

　社会情動的スキルの育ちに基づく園の特性として、卒園児の社会情動的スキルのスコアから園の分類

を行った。対象児童について、小学校入学後に実施した独自アンケートの8項目（好奇心、開放性、協

調生、外向性、勤勉性、情緒安定性に関連した項目で構成）の合計点を算出した。そして、出身園別に

社会情動的スキルのスコアの平均値を算出した。園別のスコアの中央値をもとに、スコアが高い園（卒

園児の社会情動的スキルのスコアが全体的に高い園）と低い園（卒園児のスコアが全体的に低い園）の

2群に分割した（各群は58園）。
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学力のスコアについて、個人の家庭教育環境（グループ1-4）と園の特性（スコアが高い園・スコアが

低い園）を要因とした二元配置分散分析を行った。その結果、1、2、3年生時いずれにおいても、学力

スコアに対する家庭教育環境と園の特性の交互作用が有意となった。このことから、就学後の学力へ

の園の特性の影響は、児童の家庭教育環境の違いにより異なることが明らかとなった。グループ別の

結果をみると、グループ1（健診を毎回受診・経済的困難が少ない）では、各群の学力スコアの平均

値は1年生時（スコアが高い園の卒園児：150.3 vs スコアが低い園の卒園児：148.4）、2年生時（147.6 

vs 145.3）、3年生時（122.7 vs 120.4）となり、群間のスコアの差は小さかった。一方、グループ2（健

診の受診状況がよくない・経済的困難が少ない）では、1年生時（141.2 vs 126.6）、2年生時（139.6 vs 

120.3）、3年生時（113.2 vs 100.9）となり、群間のスコア差が大きく、全ての学年で有意であった。こ

のことから、就学前の園の特性（社会情動的スキルの育ちを支える保育の質）が就学後の学習成果に及

ぼす影響は、子育て関心度の低い家庭の子どもたちに対してより顕著に現れる可能性があることが示唆

された。グループ3（健診を毎回受診・経済的困難がある）は、1年生時（134.1 vs 133.6）、2年生時（130.8 

vs 129.5）、3年生時（104.8 vs 107.1）となり、群間のスコアの差はほとんどみられなかった。このこと

から、経済的困難がある家庭の子どもたちには、就学前の教育環境の充実に加えて、就学後の学校内外

における丁寧な学習支援が必要となることが示唆された。

　学校への適応状況については、アンケートの3項目（友達との関係、教師との関係、学校の楽しさ）

に全て「はい」と回答した児童の割合は、グループ1（スコアが高い園の卒園児：75.3% vs スコアが低

い園の卒園児：73.5%）とグループ2（75.0% vs 72.6%）で、カイ二乗検定による有意差が認められなかっ

た。家庭の子育て関心度が低いグループ2では、就学前の園の特性に関わらず、学校が居心地の良い楽

しい場所（居場所）となっている可能性がある。一方、グループ3（75.7% vs 65.7%）では、肯定回答

を示す児童の割合が園の特性により異なることが明らかとなった。このことから、経済的困難がある家

庭の児童の学校適応において、就学前の園の特性が影響を与える可能性が示唆された。

　ここまでの結果から、就学後の実態に関連する家庭教育環境の要因として、社会経済的背景だけでな

く、子どもの健康や育ちへの関心度（子育て関心度）を設定できることが明らかなった。また、卒園児

の社会情動的スキルの実態からみた園の特性は、個人の家庭教育環境との相互関係の中で、就学後の学

力や学校への適応状況に影響を及ぼす可能性が示唆された。具体的には、子育て関心度の低い家庭の子

どもたちにとって、園における社会情動的スキルの育ちを支える保育が就学後の学習成果にポジティブ

な影響を与え、大きな教育的効果をもたらす可能性がある。また、経済的困難を抱える家庭の子どもた

ちの学校への適応において、園における社会情動的スキルの育ちを支える保育がポジティブに影響する

可能性が示唆された。今後は、小学校の特性も踏まえ、就学前の教育環境と就学後の実態との関連性を

より詳細に分析するとともに、自尊感情の育ちを中心とした架け橋期教育や家庭との連携方法のあり方

を検討していくことが課題となる。

今後の展望
　本研究により、社会経済的状況や保護者の子ども・子育てへの関心状況から、支援を必要としている

と予測される園が明らかになった。現在、さらなる分析を進めていく予定である。また、他地域データ

との比較、1年生調査の変化の確認、その後の育ちと学びの姿等の調査を、継続的に実施していきたい
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と考えている。

　こども家庭庁は、子どもの権利条約の理念に基づき、保護者支援の観点からだけでなく、子どもの教

育権利保障の観点から、すべての子どもへの質の高い乳幼児教育の保障を目指していると考える。実際

に、一時保育等の保護者の就労支援とはまた別の文脈で、こども誰でも通園制度などもスタートした。

研究の知見を踏まえた、乳幼児期にふさわしい遊びを中心とした子ども主体の保育が、施設保育のみで

はなく、家庭においても浸透することが期待される。実際に、幼児期までのこどもの育ちに係る基本的

なビジョン （はじめの100か月の育ちビジョン）があらわされ、広く浸透しつつある。また加えて、子

どもの主体性の尊重や、その声や見解を各種判断に反映させていくこと等が進められていくと考える。

　本研究で明らかになったように、一方で、保護者の子どもや子育てへの関心度が重要であることと、

他方で園における集団保育の保障が子どもの好奇心や探究心の育ちに不可欠であることを踏まえて、家

庭や園、学校が互恵的にそれぞれの機能を発揮することが望まれると考える。つまり、在宅児支援も含

めた家庭における、愛着形成や人間関係の希薄化に繋がらないような啓発が必要であると考える。また

園による家庭支援や、園で提供される質の高い乳幼児教育の保障が必要であると考える。さらには、各

種国際調査では、保育者の研修の有無が子どもの育ちに影響を与えることが明らかになっている、尼崎

市においても、アンケート調査や比較調査の結果を活かして、教育の質の維持・向上を図ることが望ま

れると考える。
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学習や学校生活における困難を改善する指導に関する実践研究

研究代表者
中尾　繁樹 （関西国際大学 教育学部 教授）

共同研究者
藤川　　藍（関西国際大学大学院生）

研究協力園
尼崎市立竹谷幼稚園/尼崎市立武庫幼稚園/尼崎市立園田幼稚園/尼崎市立立花幼稚園/

尼崎市立塚口幼稚園/尼崎市立長洲幼稚園/尼崎市立大島幼稚園

研究の概要
　「特別支援教育」は、児童生徒等一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導や必要な支援を行うものである。本研究では、本市

における幼児児童生徒等の実態を把握し、学習や学校園での生活上の困難を改善又は克服するための運

動プログラムの開発を行い、科学的根拠に基づく効果検証を行う。その上で、効果の高い実践を積み重

ね、市内学校園に展開することで、本市の子供たちの豊かな学びや育ちに資することを目的とする。教

育総合センターが所管する「学びの先進研究サポート事業」で支援している教員の自主研究グループ（尼

崎インクルーシブ教育研究会）と連携し、実践研究を推進する。

　具体的には、インフォーマルアセスメント、SNS等の観察・検査等を実施する。そのアセスメントに

基づいて、昆虫太極拳等のリズム運動・サーキット遊び・ビジョントレーニング・ヨガトレーニング等

の実践研究を行い、運動プログラムの前後で子供の変化を確認し、その効果を検証する。市内の賛同を

得られた学校園に効果の高い実践を展開し、実践の工夫改善を図る。また、幼保小が連携した取組を検

討・推進する。

期待される成果
　学校園の通常学級には、障害の有無にかかわらず、通常の条件の下では学習面や生活面で困難と感じ

ている子どもたちがいる。こうした子どもたちも特別な支援の対象に含め、教育の場や支援の内容につ

いても、一人ひとりの教育的ニーズに応える教育を実現する必要がある。そのニーズに応じた支援を行

うためには、学校園・学級で障害やそれに関連する困難を適切に把握し、子どもに寄り添った教育が展

開されることが重要である。本実践研究の結果、効果的な教育プログラムが確立されれば、その汎化を

図ることにより、学習や学校園での生活に困難を感じる子どもが減少し、より豊かな学びや育ちにつな

がることが期待できる。

研究の進捗状況
　尼崎市内協力7園において「サーキット遊び」の指導を行った。4カ月間、週3回20分間サーキット遊

びを実施し、その実施前と実施後（4カ月後）にグッドイナフ人物画知能検査を行い、事前と事後の伸
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び率を比較する。また、各園4、5歳児クラス担任に聞き取り調査を行い、4 ヶ月間の子どもの姿の変容

について聞き取り調査を行った。

現時点における研究結果の概要
　尼崎市内の幼稚園（7園）の4歳児113名、5歳児147名、計260名に一定期間、サーキット遊びを実践し

てもらう。その事前と事後にグッドイナフ人物画知能検査を行う。また、4歳児クラス担任7名、5歳児

クラス担任７名、計14名のクラス担任に日常生活チェックリストをつけてもらう。また、各園4、5歳児

クラス担任に4 ヶ月間の子どもの姿の変容について聞き取り調査を行う。

⑴　DAMの実施

　検査方法は、検査用紙を一人に一枚と鉛筆を用意する。「自分の絵を描いてください。頭の先から足

の先まで全部ですよ。」と教示する。評価は、それぞれの人物画について「頭」、「口・鼻・耳」、「顔」、「腕・

脚」など、50項目の描出の有無を基準に従って評価する。描出項目数によって描画発達年齢を算出し、

1回目と2回目の年齢を比較する。また統計的に有意差があるかどうかについて、ｔ検定で分析する。

⑵　日常生活のチェックリスト聞き取り調査の実施

　各園のクラス担任を対象に日常生活のチェックリスト（聞き取り調査）を行い、サーキット遊びの事

前と事後の子どもの姿の変化について調査する。クラス全体と特に気になる子どもの様子について4 ヶ

月前と後の姿を比較し、記入してもらう。調査項目は、園生活の中で朝の身支度にかかる時間や一斉活

動、給食時の着席時間、複数の指示を聞いて行動に移すなど、園生活で直面することの多い場面を中心

に4件法でチェックリストをつけてもらう。また、特に変化の大きかった園児を抽出し、行動や姿の変

容について記述してもらう。チェックリストの結果や自由記述の内容から園児の姿の変化やサーキット

遊びの有効性について考察する。

⑶　A園DAM結果

　図1が示すA園5歳児DAM評価結果による比較したものから分かるように、5歳児は29名中、17名が上

昇しており、その中でも黄色で示した10名は、特に伸び率が大きく、20 ヶ月以上の上昇が見られた。

以下の図1はA園の5歳児、4歳児の1回目と2回目のDAM結果をグラフに示したものである。特に大きく

伸びた子は、5歳児で80 ヶ月伸びていることがわかる。
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⑷　聞き取り調査の結果

　実践研究に参加した幼稚園の4、5歳児クラス担任に行った日常生活チェックリストの回答を集計した

結果を示す。調査項目は6つあり、1 〜 5項目は4件法の質問となっており、6項目は記述式とした。結果

は、以下の図2示す通りである。

　図2の集計結果から「よくできる」がほとんどであるが、4歳児の気になる子だけは、「時々できる」

が一番多い結果となった。

今後の展望
　今回の検証では、サンプル数が少なかったこともあり有意差が見られない箇所も多々あった。しかし、

運動が発達へ与える効果は必ずある。サーキット遊びの内容を見直したり、活動できる時間の保障、実

施期間の見直し、サンプル数を拡大したりすることが必要だと考える。また人物画の比較では、発達年

齢だけでなく、一人ひとりの生活年齢と比較したり、描出された部位の比較をしたりすることで、効果

が証明できた。

　ワーキングメモリについては、明確な尺度がないため、幼児期のワーキングメモリの発達段階につい

て測定することは、難しかった。だが、見通しが持てるように言葉がけをすることや少し先のことを考

えられる活動を保育の中でいかに取り入れるかということが大切であると考える。また、保育者自身が

実行機能やワーキングメモリについて理解を深めることも必要であると考える。

　保育現場においては、子どもたちが主体的に「やりたい」「遊びたい」と集まってくる環境を設定し、

遊びと運動プログラムのポイントを理解した保育教諭が、その効果や意欲を、子どもや保護者と共に喜

び合うことが、重要であると考える。子どもたちの運動特性に沿った指導法や課題、配慮の工夫などを

含め、実施対象や期間、内容を再検討し、幼児の運動能力を高める遊びと運動プログラムの構築や実践

を積み上げていきたいと考えている。
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周産期から幼児期までの状況が発達や学力の向上に与える影響
研究代表者
永瀬　裕朗 （神戸大学大学院 医学研究科 特命教授）

研究協力者
西山　将広 （神戸大学大学院 医学研究科客員准教授）
山口　　宏 （神戸大学大学院 医学研究科 特命講師）
老川　静香 （神戸大学大学院 医学研究科 特命助教）
川村　　葵 （神戸大学大学院大学院生）
上田　拓耶 （神戸大学大学院大学院生）
平崎　智也 （神戸大学大学院大学院生）
大東　寧代 （尼崎市こども青少年局 いくしあ推進課 参事）

研究の概要
　発達障害の予測因子として周産期から幼児期までの様々な状況（早産、低出生体重、母体喫煙、発達
のマイルストーン不通過）が報告されており、児童の発達や学力の向上を目指す上でも周産期から幼児
期までの状況を分析することが必要である。本研究では、周産期から幼児期までの状況と就学後の発達
や学力を縦断的に追跡することで、児童の発達、学力に与える状況が何かを明らかにする。さらに、乳
幼児期のどのような環境（家族構成、生活習慣、保育環境など）が発達や学力の向上に寄与しうるかを
分析する。

期待される成果
　本研究では、周産期から幼児期までの状況と児童の発達や学力を縦断的に分析することで、周産期因
子、生後の環境因子がどのように学力を始め、その後の発達や困難の克服、自己肯定感の向上等に影響
するかが明らかとなる。周産期因子において発達の課題や学力が低い可能性が予測された場合には、生
後の環境因子を整えることで、生活や就学時における困難の克服や、最終的な学力向上を達成できる可
能性がある。さらに、個別のニーズに応じて、最適な乳幼児期の生活習慣を知るとともに、画一的では
ない最適な教育環境の提供に貢献することが期待され、児童が学校・家庭での日々の生活を快適に送る
ことに寄与する。

研究の進捗状況
　妊娠届、出生時情報、乳幼児健診情報、就学時の学力、就学時のアンケートを統合して、周産期から
乳幼児期までの状況とその後の発達や学力との関係を縦断的に結びつけて解析した。
　これまでに、出生時や乳幼児期の状況（性別、在胎週数、出生月、出生児の母年齢、家庭の経済状況、
乳幼児健診の通過状況や問診所見）と発達・学力・非認知能力との関係を分析し、乳幼児期の睡眠習慣
の影響が示唆された。今年度はこれまで行ってきた乳幼児期の睡眠習慣や食生活などの生活習慣が学力・
非認知能力の向上に寄与しうるかの分析に加え、認知機能の中のどの機能により関連があるかを分析す
る。
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現時点における研究結果の概要
⑴　出生時や乳幼児期の状況と発達および学力との関係
　3歳児健診で身体所見のチェックが入る割合は性差が小さかったのに対して（男児：9.4%、女児：9.0%）、
精神発達のチェックが入る割合は男児で高かった（男児：7.3%、女児：2.4%）。出生体重や在胎週数に
よる影響は小さかったが、出生体重が1500g未満の児と、在胎33週未満の早産児では、3歳時点でチェッ
クが入る割合が高かった。
　男児、低出生体重、早産は、それぞれ学力とも負の相関を認めた。性別の影響は国語で大きく、出生
体重と早産の影響は算数で大きかった。乳幼児健診での精神発達通過状況も就学時の学力と関連した。
3歳時点で「自分の名前が言えない」「物の大小がわからない」等に該当すると学力が低下したが、「ひ
とり遊びにふけっている」「ひとりでおしっこができない」等は学力との関連がなかった。
⑵　出生時や乳幼児期の状況と非認知能力との関係
　学童のアンケートによる自己評価に基づいて非認知能力の判定を行った。女児に比べて男児では自己
肯定感、勤勉性、利他性のいずれも低評価であった。在胎37週以上の正期産児と比べて在胎33週未満の
早産児では自己肯定感が低いものの、勤勉性が高い傾向を認めた。さらに、正期産児に比べて在胎33週
から36週の後期早産児では利他性が高かった。
⑶　どのような生活習慣が発達や学力の向上に寄与しうるか
　これまでの解析では、3歳時点での生活習慣で「食事量が少ない」ことは就学時の学力と関連しなかっ
たが、「就寝時刻が遅い」「テレビの視聴時間が長い」場合には学力が低い傾向を認めた。親の関わり方
や気持ちで「こどもをよく叱る」ことは学力と関連しなかったが、「こどもにイライラする」場合には
学力が低い傾向を認めた。特に「就寝時刻が遅い」場合、出生時状況（性別、在胎週数、出生月、経済
状況など）や3歳児健診での精神面の通過状況と独立して学力低下との相関を認めた。「朝起きる時間が
遅い」「朝食を毎日食べる習慣がない」場合には学力が低い傾向となることが明らかになった。また、
世帯収入の低いこどもは「3歳時の朝食摂取習慣」がない児の割合が多く、「3歳時の朝食摂取習慣」と
学力との検討において、「経済状況」が交絡因子となることが示された。交絡因子を考慮し，また学習
指導要領に示されている領域ごとの違いの成績を検討した多変量解析により，3歳時点での朝食摂取習
慣が「ない」ことは，小学1年生時の国語領域１（言語・情報・言語文化），算数総得点，算数領域１（数
と計算）の低下とそれぞれ独立して関連していた．
　3歳時点での睡眠習慣は非認知能力と関連した。自己肯定感には有意差はなかったが、就寝時刻が
18-20時台である場合と比べて21時以降の場合では勤勉性および利他性が低かった。一方、3歳時点での
テレビ視聴習慣は自己肯定感、勤勉性、利他性のいずれとも関連しなかった。

　出生体重1500g未満の児および在胎33週未満の早産児では、発達や学力低下との関連を認め、これら
の児に対しては特別な配慮や支援の必要性が高いことが示唆された。一方で、早産児に勤勉性や利他性
が高い傾向がみられることは、乳幼児期の配慮や支援が効果的に行われている結果かもしれない。さら
に、乳幼児期に「就寝時刻を早める」「こどもにイライラしない」ことが達成できれば、発達や学力の
向上に寄与することが示唆された。特に、乳幼児期に睡眠習慣を整えることにより、学童期の学力に加
えて非認知能力も向上することが期待される。
　3歳時点での朝食摂取習慣が「ない」ことは，母親が20歳未満での出生，経済状況上の困難，就寝時
刻が遅いこと，3歳時点でのスクリーンタイムが長いという認知・非認知能力の発達と関連が深い項目
と関連があり，また3歳時点での精神発達の問題との影響は大きくはなかった。以上より3歳時に朝食摂
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取習慣がついていないという特徴は，社会的支援の必要性の高さを反映していると考えられた。

今後の展望
　今回までに検討できていない周産期因子や幼児期までの状況と、発達・学力・非認知能力との関係を
分析する。乳幼児期の環境を整えることにより、発達や学力に加えて困難の克服や自己肯定感の向上等
に寄与するかを細かく分析していく。さらに、出生時や乳幼児期の状況と身体発育との関連も明らかに
するとともに、周産期から幼児期早期までの状況にて層別化された対象において、その後のどのような
環境（家族構成、生活習慣、保育環境など）が発達や学力の向上に寄与しうるかを分析する。
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尼っこ健診・生活習慣病予防コホート研究

研究代表者
野口　　緑 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学 特任准教授）

研究協力者
大山　飛鳥（大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター）

坂庭　嶺人（大阪大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学 特任助教）

和泉比佐子（神戸大学大学院保健学研究科 教授）

山本　暁生（神戸大学大学院保健学研究科 助教）

磯　　博康（国立健康危機管理機構 グローバルヘルスセンター長）

研究の概要
（1）学童期、思春期の体格と生活習慣との関連

　これまでの研究結果から、学童期、思春期の体格に、出生時の体格が最も関連が強いが、肥満度を上

昇させる要因として、就寝時間が22時以降であること、体育など学校活動以外の身体活動時間が1日120

分未満であることが明らかとなった。また、母の非妊娠時の体格がやせから正常の場合、妊娠中の体重

増加が大きいほど、出生時体重が大きいが、非妊娠時に母が肥満であった場合、あるいは、妊娠高血圧

症が疑われる場合、母がやせから正常のグループと比べて、子どもの出生時体重が小さくなる傾向が見

られた。

（2）出生時からの体重増加と生活習慣との関連

　出生時から中学3年までの体重増加の量をもとに層別化し、体重増加量と学童期から思春期の生活習

慣との関連を分析した結果では、体重増加量が多い群は、他のグループと比べて、就寝時間が40分以上

遅い、身体活動時間が短い、野菜の摂取量が少ないという、これまでの分析結果を支持する結果であった。

また、1人親世帯の割合が高い傾向がみられた。これらのことから、体重増加に就寝時間や身体活動量

が関連していることに加え、家族構成などの子どもを取り巻く環境も影響していることが示唆された。

（3）乳児期の母の育児負担と学童期の子どもの体格

　他の自治体データから、母の育児負担感の有無が学童期の体格と関連している可能性が示唆された。

しかしながら、尼崎市乳幼児健診で聴取された保護者の育児不安（育児負担）ありの回答割合が少ない

ことから、尼崎市における母の育児負担感と子どもの体格について、明確な結果を示すに至らなかった。

学童期の体格に影響する保護者の要因について、さらに分析を進める必要がある。

（4）その他

　2019 〜 2021年のあまっこ健診結果を用いて、コロナ蔓延前後の生活習慣病関連指標の変化について

分析を進めたが、得られたデータから特筆すべき点を導き出すことはできなかった。

（5）尼崎市における小児FHの頻度

　家族性高コレステロール血症（Familial Hypercholesterolemia：FH） は、LDL受容体及びその関連

遺伝子の変異による遺伝性の疾患で、若年から血液中のLDLコレステロール値が上昇するため、動脈硬
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化性疾患の発症リスクが高く、成人期以降の早発性虚血性心疾患の予備群になる。これを予防するため

にも、小児期からのスクリーニングや介入が重要とされる。令和6年度は、あまっこ健診結果から、Ｆ

Ｈが疑われる小児のLDLコレステロールの程度や頻度を分析した。他県で小児ＦＨを体系的にフォロー

アップしている例についても調査し、併せて報告した。こうしたリスクのある児童、生徒のスクリーニ

ングの仕組みづくりを期待するが、それだけでなく、子どもの生活習慣とLDLコレステロールとの関連

がないかどうか、生活習慣質問票結果データを用いて分析を進めている。生活習慣質問票データは、自

由記載であることから、表記ゆれが多く、データクリーニングに膨大な時間を要した。

期待される成果
　これらの研究を通じて、どのような要因が、小児期の肥満、生活習慣病のリスクファクターに影響す

るかを明らかにすることで、尼っこ健診などを通じた指導、教育、並びに啓発により、成人期の循環器

疾患の発症予防に貢献できる可能性がある。

研究の進捗状況
　2023年度の尼っこ健診、生活習慣質問票を用いて高LDLコレステロールの有無との関連の解析を進め

ている。報告会では速報値を報告する予定である。

　　

現時点における研究結果の概要
　これまで、成人においてはコレステロールの代謝異常に寄与する要因として食事摂取内容との関連は

多くの報告があるが、子どもに関する報告はほとんどない。そうした中、今回の解析結果では、次のこ

とが明らかとなった。

〇　LDLコレステロールが高い子はそれ以外の子と比べて、肥満割合が多い

〇　身体活動量が2時間以上ある子はない子に比べて、LDLコレステロールを5割から6割低下させていた。

〇　身体活動量2時間以上の有無は肥満度を増加させる要因であったことから、身体活動量の不足が肥

満度を上昇させ、結果としてLDLコレステロールを上昇させている可能性が示唆された。

〇　清涼飲料水の常用の有無や菓子パンの摂取など、食習慣との関連は見られなかった。

今後の展望
　さらに頑健な結果を得られるよう、2023年だけでなく、複数年度において同様の解析を進め、高LDL

コレステロールに関連する生活習慣を特定していく。
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尼崎市におけるヤングケアラーの実態調査と課題解決に向けた手法の検討

研究代表者
濱島　淑恵 （大阪公立大学 現代システム科学研究科 教授）

研究協力者
宮川　雅充（関西学院大学総合政策学部）

尾形　祐己（京都光華女子大学短期大学部）

神　光一郎（大阪歯科大学医療保健学部）

中塚美智子（大阪歯科大学医療保健学部）

研究の概要
　本研究は、尼崎市における1）ヤングケアラーのケアの実態、抱える問題を明らかにし、2）いかなる

場合にケア負担が大きくなり、問題が生じるかを検討し、3）それらの結果から尼崎市におけるヤング

ケアラー支援（スクリーニング、アセスメントのツール開発、支援の方法等）について具体的に提示す

ることを目的として、以下のことに取り組んできた。

（１）学校に通うこども自身に対する質問紙調査を実施し、尼崎市におけるヤングケアラーの存在割合、

ケアの状況（相手、内容、頻度、時間数等）を示した（ヤングケアラーの存在割合は7.3％）。

（２）こどもが担っているケアの状況と学習面（国語と算数の合計点の偏差値、平日、休日の勉強時間、

学びの基礎力等4項目：学びの基礎力、社会的実践力、学級力、家庭学習力）との関連を検討し、担っ

ているケアの頻度が高い者の方が学びの基礎力等の得点が高いが、国語と算数の偏差値が低く、勉強時

間が短い傾向がみられ、ケアを担うことにより学習面に影響が生じている可能性が示唆される結果と

なった。

（３）健康状態のひとつとして口腔内の状態に着目し、こどもが担っているケアの状況との関連を検討し、

ケアの頻度が高い、ケアの時間が長いほど口腔内の状態が思わしくなく、ケアを担うことにより、口腔

内の健康に影響が生じる可能性を示した。特に、身体的介助の状況、ケアの時間の長さは、支援を要す

るヤングケアラーを判断するひとつの指標になりうることを指摘した。

（４）令和6年度は、こどもが担うケアの状況と自己肯定感、性格との関連を検討した。

期待される成果
　本研究は、尼崎市におけるヤングケアラーの実態把握、ヤングケアラー支援を実施する際に必要とな

るヤングケアラーの発見ツールの開発、有効な支援方法の検討に貢献するものである。特にヤングケア

ラーという概念と支援を教育と福祉の現場で導入することは、こどもたちの養育、学習環境の改善に寄

与し、ひいては学力、自己肯定感、健康状態の改善、向上に大きく寄与すると考えられる。

研究の進捗状況
　令和6年度は、自己肯定感および性格に着目し、こどもが担うケアの状況との関連を分析した。その
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結果からヤングケアラー支援において必要な視点を検討した。

現時点における研究結果の概要
（１）使用したデータ

　令和3年度に実施されたヤングケアラーに関する実態調査の結果、住基データ、あまっこステップアッ

プ調査のデータを用いた。すべてヤングケアラーに関する調査が実施された令和3年度のデータを用い

ており、当該年度において中学1年生、2年生のデータを用いた。

（２）分析方法

　「自己肯定感」として、あまっこステップアップ調査のQ138（自分には、よいところがあると思う）

を用いた。また、「性格」については、あまっこステップアップ調査のQ148 〜 157の結果を用い、日本

語版Ten Item Personality Inventory (TIPI－J） 1）を参考に、外向性、協調性、勤勉性、神経症傾向、

開放性の5項目について得点を算出した。こどもが担う「ケアの状況」については、普段している「家事」

の頻度、「家族の世話（身体的介助）」の頻度を集計した。また、ヤングケアラーが「家族から受けるケ

アの状況」によって、自己肯定感、性格に違いが生じる可能性を考え、あまっこステップアップ調査の

Q8（家の人は自分のことを気にかけてくれていると思う。）、Q10（勉強やスポーツのことで、家の人が

応援してくれる。）、Q11（将来の夢やこれからの進路について家の人と話をする。）の回答を集計する

とともに主成分分析を行った。

　自己肯定感（「とてもあてはまる」と回答した者の割合）について、こどもが担うケアの状況との関連を、

交絡因子（性別、生活保護の状況、学校、家族から受けるケアの状況）の影響を調整したロジスティッ

ク回帰分析により検討した。また、性格の各得点について、こどもが担うケアの状況との関連を、交絡

因子の影響を調整した重回帰分析により検討した。

　回帰分析では、こどもが担うケアの状況については、頻度が高くなる順に1 〜 5の数値を与え、間隔

尺度として説明変数とした分析（分析1）と、頻度が最も低いカテゴリを基準として5カテゴリの名義尺

度とみなした分析（分析2）の両方を行った。

　なお、欠損値があった場合、その都度除外して分析したため、分析によってnは異なる。

（３）結果

１）分析対象　　

　分析対象は、5,882名（中学1年生2,977名、中学2年生2,905名）となった。

２）回答者の基本属性

　性別は中学1年生では男性が1,499名（50.4%）、女性が1,478名（49.6%）、中学2年生では男性が1,472名

（50.7%）、女性が1,433名（49.3%）、であった。生活保護を受給している者は、中学1年生で85名（2.9%）、

中学2年生で74名（2.5%）であった。

３）自己肯定感

　「自分には、よいところがあると思う」という質問に対しては、中学年1年生、2年生ともに「まああ

てはまる」と回答した者が最も多く（中1は41.3％、中2は44.2％）、次いで「とてもあてはまる」が多かっ

た（中1は34.4％、中2は30.0%）。「まったくあてはまらない」と回答した者は中学1年生で7.7％、中学2

年生で7.5％にとどまった。
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４）性格

　各性格の得点（2 〜 8点）の平均、標準偏差は、外向性（平均：5.41点、標準偏差1.57点）、協調性（5.65

点、1.33点）、勤勉性（4.36点、1.37点）、神経症傾向（5.28点、1.35点）、開放性（5.06点、1.39点）であった。

５）ケアの状況

　家事の頻度については、中学1年生、中学2年生のいずれも、「ときどきする」と回答した者が最も多く（中

1は34.8%、中2は33.2%）、次いで「たまにする」が多かった（中1は31.3％、中2は32.0％）。家族の世話（身

体的介助）については、中学1年生、中学2年生のいずれも、「まったくしない」と回答した者が最も多く、

中1は36.1%、中2は44.0%であった。なお、「いつもする」と回答した者は、それぞれ9.6%、6.6%であった。

６）家族から受けるケアの状況　

　「家の人は自分のことを気にかけてくれていると思う。」、「勉強やスポーツのことで、家の人が応援し

てくれる。」、「将来の夢やこれからの進路について家の人と話をする。」という3つの質問に関しては、

いずれも「とてもあてはまる」と回答した者が最も多く（順に64.4％、65.7%、35.9%）、次いで「まあ

あてはまる」が多かった（順に28.7％、26.5%、35.2%）。3つの質問に対する回答について主成分分析を

行った結果、固有値が1以上の主成分が1つ抽出された（固有値：1.829、寄与率：61.0%）。以降の分析（回

帰分析）では、主成分分析により得られた主成分得点を間隔尺度として説明変数に含めた。主成分得点

は標準化されており、得点が高いほど、家族からケアを受けていることを意味する。

７）自己肯定感とケアの状況との関連

　自己肯定感に関しては、家事、家族の世話（身体的介助）のいずれにおいても、有意な関連が認めら

れた。詳細を以下に示す。

　家事をしている者ほど自己肯定感が高い者が有意に多く、分析1のオッズ比は1.135（p < 0.001）であっ

た。

　家族の世話（身体的介助）をしている者ほど自己肯定感が高い者が有意に多く、分析1のオッズ比は

1.107（p＜0.001）であった。分析2における「まったくしない」を基準としたオッズ比は、「ときどきす

る」の場合1.275（p = 0.029）、「いつもする」の場合1.670（p < 0.001）であった。

　なお、交絡因子に関しては、いずれの分析においても、家族から受けるケアの状況、性別において有

意な関連が認められており、家族から受けるケアに関しては主成分得点が高い者ほど自己肯定感が高い

者が多く、女性の方が男性よりも自己肯定感が高い者が有意に少ないという結果であった。

８）性格とケアの状況との関連

　家事に関しては、外向性、協調性、勤勉性、開放性の得点との間に有意な関連が認められた。分析1

の結果（偏回帰係数）は、外向性0.098（p < 0.001）、協調性0.053（p = 0.006）、勤勉性0.095（p < 0.001）、

開放性0.071（p = 0.001）であった。

　家族の世話（身体的介助）に関しては、外向性、勤勉性、開放性との間に有意な関連が認められた。

分析1の結果（偏回帰係数）は、外向性0.050（p = 0.013）、勤勉性0.039（p = 0.025）、開放性0.060（p = 

0.001）であった。

　上記分析の交絡因子の結果では、いずれの分析においても、家族から受けるケアの状況、性別におい

て有意な関連が認められた。家族から受けるケアの状況についてはいずれも有意な正の関連が認められ

ており、家族から受けるケアの状況の主成分得点が高い者ほど、各性格の得点が有意に高かった。一方、
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性別については、外向性、勤勉性、開放性に関しては女性の方が男性よりも有意に低く、協調性につい

ては女性の方が男性よりも有意に高かった。

　なお、神経症傾向については、家事、家族の世話（身体的介助）のいずれの場合も有意な関連は認め

られなかった。

（４）考察　

　家事、家族の世話（身体的介助）を頻繁にしている者ほど自己肯定感が高い者が多いことが示唆され

た。これは、こどもがケアを担うことのプラス面ととらえることができる。また、性格については、外

向性、勤勉性、開放性との関連が示唆された。これはヤングケアラーのポジティブな面とも理解できる

が、頑張りすぎることが懸念されるとともに、教育現場においては、このようなタイプの性格であるこ

とがかえって、そのこどもがヤングケアラーであることに気づきにくくなってしまう可能性も考えられ、

注意を要する。なお、家事については普通のお手伝いが含まれている可能性があることを加味する必要

がある。一方で、今回注目した自己肯定感と性格に関しては、家族から受けているケアの状況との関連

も確認されたため、ヤングケアラーの支援においては、この点にも着目する必要があるであろう。

今後の展望
　今後、こども家庭庁が示すような緊急性を要するヤングケアラーを抽出するために指標を検討するこ

とが重要となる。これまでの研究では、身体的介助の実施状況、ケアの時間の長さ、家族から受けるケ

アの状況に着目する必要性を指摘したが、現段階のデータでは、ヤングケアラーの特徴を厳密に示すと

いう点で限界があることから、具体的な指標を示すまで至っていない。より精度の高いヤングケアラー

の実態調査が求められる。

参考文献

１） 小塩真司・阿部晋吾・カトローニピノ（2012）「日本語版Ten Item Personality Inventory（TIPI-

J）作成の試み」パーソナリティ研究第21 巻第1号pp.40–52
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妊娠期からの家庭・教育・社会環境と子どもの学力・健康
：保護的要因とリスク要因に関する包括的検討

研究代表者
藤澤　啓子　（慶応義塾大学 文学部 教授）

研究協力者
中室　　牧子   （慶應義塾大学 総合政策学部 教授）

深井　　太洋   （学習院大学経済学部 准教授）

Le Quang Chien（慶應義塾大学政策・メディア研究科 特任講師）

喜屋武　　亨   （琉球大学 医学部保健学科 准教授）

小金澤　圭吾   （慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科 博士課程院生）

埋橋　　玲子   （大阪総合保育大学大学院 児童保育研究科 教授）

研究の概要
　本研究では、尼崎市における行政記録情報を用いて、妊娠時の母親の健康状態とその後の子どもの発

育状況を追跡したデータを構築する。構築したデータを用いて、妊娠時の母親の健康状態と出生体重、

子どもの乳幼児健診データを用いた発育状況、就学前教育施設の利用状況、小学校入学後の身体発育や

学力などとの関連を検証する。

期待される成果
　尼崎市の妊婦健診・妊娠届データには、妊娠週数、体重、血圧、尿蛋白、尿糖、尿潜血などの母親の

妊娠時の健康に関する詳細な情報が含まれている。また、1歳半健診や3歳児健診データには、身長体重

といった基礎的な発育情報だけではなく、質問票への回答に基づいて子育て状況や発育状況、小児科医

の所見など、様々な観点からの発育評価が含まれている。こうした母子の健康状況を悉皆的に記録した

データは海外に目を向けても稀有であり、大変貴重である。さらに、こうした胎児期（母親の妊娠期）

からの健康状態と就学後を見据えた子どもの長期的な発育との関連を分析した先行研究は少ないため、

本研究の学術的な貢献度は大きい。さらに、本研究により母親の妊娠時の健康状態や乳幼児期の発育状

態と就学後の子どもの身体発育や学力、精神的健康などとの関係や、その関係における就学前教育との

関連が明らかになれば、成長時期に応じた妊婦ないし乳幼児への適切なケアや就学前教育が明らかとな

り、安心して子どもを出産し、子どもが健やかに成長するための支援体制を作ることにつながる。

研究の進捗状況
　昨年までに妊娠期データ、乳幼児健診データ、保育利用データについて住基データと妊娠週数の情報

を利用し母親のデータと子どものデータを結合できることを確認し、子どもの家庭の経済状況や保育利

用データ、乳幼児期から就学後にかけての各種データを結合させ分析を進めている。

　分析を進めるなかで、地域の社会経済的困難さ（社会的剥奪）を示す指標（地理的剥奪指標Area 
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Deprivation Index（ADI））を加えた分析の重要性を認識するに至った。国勢調査の情報に基づき作成

される本指標は、最小単位は町丁字で算出されるものであるが、研究所及び担当部署との議論を重ね、

個人や学校の特定ができないという前提を満たせる粒度で算出されたものを用いることとなった。先行

研究と比較して粒度が粗い指標になるため、まずはどのような分析が可能か探ることから始める予定で

ある。

　妊娠期データにおける分析では、妊娠届時や妊婦健診時の母親の健康と、出生時の子どもの健康（出

生体重など）との関連が明らかになるよう、分析手法を検討している。また、乳幼児健診データと保育

利用データを利用し、保育所を乳児期に利用することの効果やその異質性について分析を進めている。

現時点における研究結果の概要
　妊娠期データにおける分析では、妊娠届時や妊婦健診時の母親の健康が、子どもの出生体重に与える

影響を分析するための記述統計を行った。具体的には妊娠届データ、妊婦健診データ、出生体重データ

を連結し、2020年1月から2024年3月までに出生した子どもの内、第1子と第2子を抽出し比較した。その

結果、第1子と第2子では、同じ母親の妊娠であっても、妊娠届出時や初回妊婦健診時の妊娠週数や分娩

週数、出生体重、妊娠前BMIに差があることが分かった。兄弟固定効果を用いて、出生体重への影響を

明らかにできるか検討を進めている。

　乳幼児健診データと保育利用データを利用した分析では、乳児期に保育所を利用することによって3

歳健診時における様々な発達アウトカム（粗大運動、微細運動、認知発達、身辺自立、体重）に良い影

響があること、その効果には個人差があることが確認された。1歳半健診のときに保健師によるスクリー

ニングチェックがあった子どもは、保育所を利用することによって3歳健診時にスクリーニングチェッ

クが入る確率が下がることが示唆された。

今後の展望
　今後の展望としては、妊娠期データにおける分析において、アウトカムを出生体重から乳幼児期の発

育状況、就学後の状況へと広げて見ていくことが挙げられる。また、妊娠の各期のどのような情報がア

ウトカムにつながっていたと言えるのか、統計的に高度な分析にはなるが探索的な分析も期待できる。

2020年からのコロナ禍という予期せず生じた自然実験の状況を利用し、パンデミック下の妊産婦の保健

衛生や子どもの発育といった観点からの分析も進めたい。保育利用の分析では、乳児期における家庭の

経済的困難や地域の社会経済的状況を考慮した分析を進めることを考えている。



学びと育ち研究所報告会記録
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　第 8 回尼崎学びと育ち研究所報告会にお集まりいただき誠にありがとうございます。現場で指導
にあたる先生方をはじめ、たくさんの方々にお越しいただき改めて感謝申し上げます。
　今年で研究所は 9 年目の取組となり、久しぶりの対面開催です。
　中室先生からの講演をいただいた後、大竹所長をはじめ多くの先生方に尼崎のデータを使って分
析した成果についてこの場でご報告いただきます。
　例えば、医学の世界では、昔は病気になるとシャーマンが加持祈祷をしていた時代を経て、人間
の構造や体の仕組みの理解、また、科学的な分析による薬の発達も進み、人間の平均寿命が長くな
りました。このように科学による医療の進歩とともに我々の健康が実現されてきたのではないかと
思っています。教育や子育てにおいても、このような科学の視点が大事であることから、本市では
本研究所を設置しております。
　本研究所の設置から 9 年目となりますが、設置者として運営責任があるのが基礎自治体です。基
礎自治体には様々な生活や教育的、保育的な営みがあって、そこから多様な現象が現れてきますが、
基礎自治体における研究機能は非常に弱い部分があり、多様な現象について科学的に分析すること
ができずにいた歴史が長く続いてきたのではないかと思っています。
　冒頭で医学の話をしましたが、一方では、このような行為について冷静に分析をして、次の時代
に向けてどうしていけばよいかを考える視点も重要です。本市では他市にはない取組として、研究
者と協力して保育や教育、子育てなどの営みについてデータ分析をしていくためにこの研究所を創
りました。個人情報の取扱いの問題など様々な課題がありますが、倫理規定を設けて様々な検討を
経た上で、全てのデータを匿名加工して統計的処理ができるようにするというプロセスのもとで、
研究をする枠組を作っているのは全国でも珍しい取組です。
　一つ一つの研究については、本日お越しの皆様が聴いて「なるほど」と思うこともあれば、すぐ
に目の前の仕事などに役立つことばかりではないかもしれません。しかし、このようなデータをも
とに分析をするというこの取組は、長い目で見ていくと、子育てや教育分野の発展につながると思っ
ています。そのような意味では、短期的にいろんな政策を判断していくときに、本研究所は、教育
的、保育的行為を行っていく上でのインフラであると思っていますので、皆様にも、ぜひそうした
目で見ながら、日々の仕事に活かしていただければと思っています。
　我々も大事な市の税金を使うにあたり、このようなデータを大切にしながら、最終的にはしっか
り政策判断に繋げていける作業をこれからも行ってまいりますので、引き続きご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

開会挨拶

尼崎市長　松本　眞
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中室教授
　慶応大学総合政策学部　中室と申します。
本日は貴重な機会をいただきまして、どうも
ありがとうございます。
　今日は、教育とデータということで先ほど
松本市長からお話がありましたけれども、こ
の尼崎市にできました学びと育ち研究所の研
究とも関わるような教育のデータに関するお
話をさせていただきたいと思っております。
　冒頭は、私が日本の教育にどういう問題意
識を持ってきたかということを少しだけ皆さ
んにお話しさせていただきたいと思います。
　今皆さんにご覧いただいておりますのは、
平成25年に行われました第12回経済財政諮問
会議の議事要旨でございます。経済財政諮
問会議というのはその名の通り基本的に経
済、財政について議論が行われるわけですが、
時々教育について議論が行われることがあり
ます。
　この第12回の経済財政諮問会議は教育再生
ということがテーマでした。それに関する有
識者や各大臣の発言を上から見ていきます。
まず、黒田議員、当時の日銀総裁の発言です。

「私の経験から2つ申し上げたい。1つは、日
本の初等・中等教育はずっと良かったのだが」
というふうにおっしゃっています。小林議員、

「結局、競争原理に基づいて勝ち抜くには、
最後は魂である」というふうにおっしゃって
います。3人目甘利議員、当時経済財政担当

大臣です。「一つの事例として、ある私立学
校を運営している方の経験について御紹介し
たい」というふうにおっしゃっていて。4人
目佐々木議員、「当社の例を少しお話したい
のだが、米国とカナダで当社は20年ぐらいエ
クスプローラビジョン・アウォードという科
学教育コンテストを行っており…」と発言し
ています。
　そこで、私がいったい何を言いたいかと言
いますと、経済とか財政について議論をする
時に「私の子どもの頃はこうだった」とか、「私
の経験ではこうだった」ということを言い出
す人はまず現れないのに、教育に関してだけ
は「私の子どもの頃はこうだった」とか「私
の経験ではこうだ」ということを言う人が後
を絶たなくなるという問題があります。非常
に重要な問題として、やはり個人の体験談と
いうものは必ずしも全体を表さないというこ
とに注意が必要ではないかと思います。2つ
目には、例外的な出来事の方が注目を集める
傾向があること。例えば、お子さんを全員東
大に入れたというお母さんの話だったりと
か、素晴らしい予備校の先生に出会って慶応
に入ってきたというお嬢様の話が映画になっ
たりするわけですが、これらは極めて例外的
で再現性が低い話ではないかと思います。た
だ、私たちはやっぱりそういう話を聞くと、
そのお母さんと同じことをしたり、その予備
校の先生と同じことをしたりすると自分の子

基調講演
科学的根拠（エビデンス）で子育て」

中室　牧子（慶應義塾大学 総合政策学部 教授）
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どもも東大に入れるのではないか、自分の生
徒も慶応に入れるのではないか、と思ってし
まうところがあります。
　では、こういう時に経済学の研究者がいっ
たい何を拠り所にして判断の根拠としている
のかと言いますと、「科学的根拠」とか「エ
ビデンス」などです。極めて例外的なｎ＝1
の体験談ではなく、個人の体験を大量のデー
タによって観察をして、その中から得られた
規則性のあるものを、とりわけ政策を考える
時に判断の根拠としていこうではないか、と
いう動きがあります。それを近年では、エビ
デンス・ペースト・ポリシー・メイキング
EBPMと言います。
　私は教育経済学を専門にしておりまして、
画面でご覧いただいておりますこの「学力の
経済学」という本は2015年に出した本ですけ
れども、非常に良く売れたということもあっ
て、ご覧いただいたという方がいらっしゃる
かもしれません。最近は昨年の12月に新しい
本を10年ぶりにようやく書きまして、「エビ
デンスで子育て」というタイトルで、これも
幸い多くの人に手に取っていただいて、販売
半年で10万部を突破しようというところであ
ります。
　今日は、私たちが今研究に使っているデー
タというものが今どういう現在地にあるかと
いうことについて、皆さまにお話をさせてい
ただければと思っています。
　教育に関するデータには、1つ求められる
特徴があります。それは何かといいますと、

「同じ個人を長期にわたって追跡するという
ことが必要だ」ということです。教育の効果
はすぐ出ないと言われたりします。例えば、
幼稚園の時に受けた教育が小学校の時にその
効果が出てきたりだとか、あるいはもっと
もっと大人になって出てきたりというような
ことも考えられますので、同一個人を長期に
わたって追跡することで教育の効果というの

を測ることができるということになります。
そのため、長期にわたって追跡できているこ
とが必要だと思います。
　第一世代のデータというのは、今も研究に
使われているいわゆる統計とかサーベイとい
われるようなデータです。皆さんにとって一
番身近なものの1つというのは、たぶん国勢
調査だと思います。調査員さんが来られて、
例えば学歴だったり収入だったり現在の状況
について様々なマークシートいたいなものを
記入していくというもので、これについて皆
さんご経験があるかと思います。そういった
ものを使う研究です。2つ目は、たぶん今、
学びと育ち研究所と非常に密接に関わるとこ
ろで、いわゆる行政記録情報というもので
す。これはまた後程も説明しますが、今、第
二世代の行政記録情報を使った研究というの
が、経済学の中では非常によく使われるよう
になってきているものであります。第三世代
は、民間企業などの保有するデータで、例え
ば、コロナウイルス感染症の時、人の移動を
測るということで携帯電話の位置情報のデー
タなんかはよく使われていました。その他、
最近ですと、衛星なんかを使って、米の作付
面積などを予測したりするような研究という
のもよくあります。最近のように米の価格が
高くなった場合、どのように米の流通や作付
けを把握しようかという際に、衛星のデータ
を使って研究が行われているというものでご
ざいます。
　ではまず、その第一世代データ、いわゆる
統計とかサーベイと言われるようなものです
けれども、これはこれで非常に重要でして。
研究者も研究に使う人が多いですけれども、
これにかかるコストは結構大きいということ
が知られています。
　皆さんのところにも、例えば国勢調査なん
かで調査員がお宅に来て、いろんな質問回答
を用紙に記入するというご経験された方も多
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いかと思います。調査員を雇用したり、入力
したり、結構コストがかかるということだと
思います。
　最近は、昼間に働いている人も多いですか
ら、なかなか回収率も上がらないという状態
がありまして、国勢調査ですと、今の回収率
がだいたい7割ぐらいにとどまっているとい
うことで30％の人は回答していないというこ
とですから、測定誤差や不良回答による正確
性の低下というのは、常に問題になっている
というところではないかと思います。
　こうした第一世代データの課題を克服する
という意味で最近注目を集めているのが行政
記録情報というものであります。
　行政記録情報というのは何かと言います
と、行政目的のために国や地方自治体によっ
て業務を通じて収集されるデータということ
になります。例えば、赤ちゃんが生まれると
出生届というのを役所に出しますし、その子
どもが大きくなって保育所を利用するという
ことになりますと保育所利用の申請書という
のを出すことになります。私たちは、国や地
方自治体に対して、申請をしたりあるいは登
録をしたりするというわけですけれども、そ
のプロセスで収集された、業務を通じて収集
されたデータのことを行政記録情報と言いま
す。これは先ほどの統計データと違って、回
収率が低下していたり、あるいは情報の正確
性に問題があったりというようなことがあり
ませんので、分析する側の目線で見ると非常
に有用なデータということになります。
　最近では、国勢調査もいわゆる調査員調査
ではなく、この行政記録情報から蘇生をして
国勢調査を作ろうではないかというような動
きも出てきています。
　こういうものをレジスター方式と言いま
す。例えば、オランダ、ベルギー、スウェー
デン、オーストラリア、オーストリアなど特
に北欧の国を中心に国勢調査に行政データを

使うということが一般化してきています。国
勢調査の実施にかかるコストの削減や統計と
しての質の担保を目的としているということ
が知られています。また、行政記録情報はそ
うした国勢調査などの統計を蘇生する目的で
使われるだけではなく、研究利用も広がって
きているということも知られています。
　特に社会科学分野においては非常に大きな
存在感を発揮し始めていまして、日本の大学
の社会科学部門における国際競争力において
も極めて重要です。ところが、アメリカや北
欧と比較すると、日本の行政記録情報の研究
利用というのは法律面でも制度面でも整備が
遅れています。最近では、日本人の研究者が
海外の行政記録情報を使って海外の研究をす
るという事例まででてきているぐらいであり
まして、この行政記録情報をきちんと研究
利用をしてEBPMに生かしていくということ
は、極めて重要なことだと私としては考えて
います。
　ところが今、日本でそれを先行的に進めて
いる自治体の1つというのが、間違いなくこ
の尼崎市ということです。尼崎市の学びと育
ち研究所は、おそらく行政記録情報を使って
いる研究所としては、日本で最も進んでいる
最も大きな研究所だと思います。その成果に
ついては、この私が基調講演をさせていただ
いた後に、研究員の先生方が尼崎市の行政記
録情報を使った研究成果としてお話になると
お伺いしています。

　その行政記録情報を使った研究として、
いったいどんなことが分かり始めているの
か、アメリカで行われた極めて優れた研究が
ありますので、それをご紹介したいと思って
おります。
　ハーバード大学にラージ・チェティという
研究者がいまして、この人は本当に有名な研
究者で、イギリスのエコノミスト誌という雑
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誌がラージ・チェティについて「この人がノー
ベル賞を取るかどうかは、ほぼもはや問題で
はない。いつ取るかが問題だ。」というふう
に書いたぐらいノーベル賞の最有力と言われ
ています。まだ非常に若い方ですけど、この
ラージ・チェティがハーバード大学にオポ
チュニティ・インサイツという研究者グルー
プを作って、そこで行政記録情報を用いた研
究を進めています。
　今、皆さんにご覧いただいている図は、ラー
ジ・チェティの研究の1つです。このアメリ
カ地図は、何を表しているかと言いますと、
税に関する行政記録情報です。いわゆる納税
記録です。それと国勢調査を合体させて、いっ
たいどういう地域で、親の方が子どもよりも
所得が高いのか。どういう地域で逆に子ども
の方が親よりも所得が高くなっているのかと
いうことを推定したというのが、このアメリ
カの地図になっています。
　なぜそんなことが重要なのかお話ししま
す。経済状況としては、親世代よりも子の世
代の方が子の世代よりも孫の世代の方が豊か
になっているというのが望ましい姿です。貧
困の世代間連鎖と言われるように、親が貧し
いことによって、また子どもたちが教育を十
分に受けられずに貧しくなっていく。そのよ
うなことが起きては困りますから、その貧困
の世代間連鎖というのが一体どこで起こって
いるのか、要するに親よりも子どもの方が貧
しくなってしまうという状況がアメリカのど
こで起きているのか、それを地図に表したも
のが、今皆さんに見ていただいていているこ
のアメリカの地図ということになります。
　この赤いエリアですね。より赤が濃くなっ
ている地域が、親の方が子どもより所得が高
くなっている、すなわち貧困の世代間連鎖が
起きやすくなっている地域ということになり
ます。逆に白い地域は、親よりも子どもの方
が所得が高くなっているというエリアですの

で、この白い地域と赤い地域にはかなり地域
差があるということがわかります。
　ラージ・チェティたちは、このデータを
使ってどういう傾向があると赤くなりやすい
のか、どういう傾向があると白くなりやすい
のか、ということも分析をしています。例え
ば、公立の小学校の質が高いということで
あったりとか、ソーシャルキャピタルなどと
言ったりしますけれども、近隣の結びつきが
強くて、助け合いが生じるような地域では、
貧困の世代間連鎖が少ないなどというような
ことを明らかにしているわけです。中でもと
りわけこのデータを使った研究で印象的なの
が、アメリカの住宅都市開発局とハーバード
のチェティたちのグループが一緒に行った研
究で、住宅都市開発局、日本だと国交省みた
いなところですけれども、その国交省がこの
貧困世帯の人たちに引越しをするためのバウ
チャー券を配るという、そういうことをやっ
ていたことがあるんです。
　どういうことかというと、赤い貧困の世代
間連鎖が起こる傾向の強い地域から白い地域
に引越しをするためのバウチャー券を配ると
いうことです。それが、配られた人と配られ
ない人というのが、ランダムに分けられるよ
うな状況を作って実施しています。そのバウ
チャー券をもらって、赤い地域から白い地域
に引っ越した時に家族にいったい何が起こる
のかということを長期にわたって追跡しなが
ら明らかにした、という研究になっています。
そうすると、赤い地域から白い地域に引っ越
した家族は、親の雇用状況や学歴は変化しな
いですが、13歳以下の子どもたちの学力や学
歴、あるいはその後の将来の収入が改善する
ということが示されたという有名な研究結果
につながりました。
　このチェティの研究は、ネイバーフッドエ
フェクトというような言い方をします。要は、
自分のアウトカム（結果や成果、影響）や将
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来のアウトカム（結果や成果、影響）、たと
えば所得だったり学歴だったりというもの
が、その近隣の地域の人たちの影響を受けて
いるというようなことを明らかにして話題を
呼んだということです。
　このように、行政記録情報を用いてこれま
でわからなかったようなことがわかるように
なり、貧困の世代間連鎖をどうすれば断ち切
れるのかということを考えるうえで非常に重
要なヒントを得られるというわけです。アメ
リカの政策形成というのは、何か政策を打つ
ときに必ずそれについての効果の検証を行
う。行政記録情報を使ったり、あるいはバウ
チャー券を配る人と配らない人をランダムに
分けるというようなランダム化比較試験と専
門用語で言いますけれども、そのような方法
を使って、政策の効果について検証をすると
いうことに対して非常に多くのリソースを割
いてきたということがあります。
　我が国は残念ながら、こういう政策をやる
時にあまりしっかりとした効果の検証をやら
ないということがあります。例えば、今回も
新型コロナウイルス感染症が拡大していた時
に10万円の現金給付が国民一人一人に配られ
て、その前には、リーマンショック時にも定
額給付が行わられたことがあります。今回ま
た、参院選で争点になったことの1つとして、
国民一人一人に2万円の給付をするかどうか
というような話がありました。しかし、こう
した現金給付というものに本当に効果がある
のかどうかというようなことが、常に議論さ
れるのですけれども、それについて誰もはっ
きりとした答えがあまりない。例えば、リー
マンショック時の現金給付についてどういう
効果があったのですか、ということを当時の
財務大臣に聞くと「あまり効果がなかった記
憶がある」というふうにお答えになったのは
よく知られた話かと思います。要は、きちん
と政策の効果の検証をしていないというわけ

です。
　このコロナ禍、あるいはリーマンショック
時に行われた現金給付について、アメリカで
はどういう効果の検証をしたのかといいま
す。その給付をするときに、ソーシャルセ
キュリティーナンバー、日本でいうとマイナ
ンバーの下2ケタで配る給付のタイミングに
ついて、人によって変え、その給付金のどれ
ぐらいが消費支出に回ったのかを推定すると
いう研究が行われています。
　そうすると、リーマンショック時には、給
付金の大体52％ぐらいが消費支出に充てられ
て、特に高齢者や低所得者、持ち家がある家
庭、住宅ローンがあるご家庭にその効果が大
きかったというようなことがわかっているの
で、こうした知見が今回新型コロナウイルス
感染症の現金給付を行う時に、アメリカでは
参考にしたと言われています。
　こうした政策の効果検証をきちんとやっ
て、次の時にその知見を生かしましょうとい
うことは、海外の政府はきちんとやっている
ということですけれど、今回のコロナ対策に
おいて、先ほどご紹介したハーバード大のオ
ポチュニティインサイツのラージ・チェティ
たちのグループが、また非常に面白いことを
やっています。

　それは何かと言いますと、その行政記録情
報を今度は超えて、民間企業が持っている
データを使ってリアルタイムでCOVID－19

（新型コロナウイルス）がいつ誰にどういう
影響をもたらしたのか、ということを細かに
分析し始めたのです。
　例えば、クレジットカードの履歴であった
りとか、携帯電話の位置情報だったりとか、
企業が持っている雇用の記録ですね。そのよ
うな企業や個人のデータというものをメッ
シュ単位で集計をして、個人が特定できない
ようにして、いつどこでそのCOVID－19が
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その影響をもたらしているのかということ
を、かなり正確にリアルタイムで把握をしよ
うとしました。
　そうすると、例えば、「現金給付を全国民
に10万円」というようなやり方ではなく、「今
救済が必要な人たちを速やかに救済に行く」
ということができるようになるわけです。
さらには、そういう有事の際に、速やかに人々
を救済するためにデータを使うというだけで
はなく、そのコロナがある程度収束したとこ
ろでも、政府がこのコロナ禍で行った様々な
政策がいったいどのような効果があったのか
ということについての検証に彼らはこのデー
タを使っています。
　そうするといったい何がわかったかと言い
ますと、低所得世帯への景気刺激策、例えば
現金給付のような景気刺激策というのは、個
人消費を大幅に増加させたということがわ
かっています。
　ところが、この現金給付はですねCOVID
－19のショックの影響を最も受けた企業、例
えば飲食だったりとか、宿泊業だったりとか、
そういうところにはほとんど流入せず、雇用
にプラスの効果をもたらさなかったというこ
ともわかっているわけです。
　中小企業に関する融資、これは日本も同じ
ような政策が行われましたけれども、それは
中小企業の雇用をほとんど増やすことがなく
て、雇用を1件増加させるのに37万7000ドル
ものコストがかかったというようなことがわ
かっております。
　今回のコロナの場合は、リーマンショック
の時や、それ以前に起きた経済ショックとは
ちょっと異なっていて、健康上の懸念から個
人消費が制限されたという状況があります。
そのため、その総需要を刺激するとか、企業
に流動性を提供するというような、伝統的な
マクロ経済手段では、どうやら十分な効果を
発揮しなかったのではないかと総括をしてい

ます。
　そうすると次回、このパンデミックがあっ
た際に、我々は何をすればいいのかと言うと、
この総需要を刺激するようなマクロ経済手段
ではなくて、社会保険によって経済的な負担
を軽減するということの方が効果的なのでは
ないかとチェティたちは提言をしています。
　さらに、先ほど現金給付の話をしています
けれども、アメリカはCOVID－19の間に3回
の現金給付を行っています。1回目と2回目に
配られた現金給付を人々がどれぐらい使った
かということを、チェティたちの研究グルー
プはクレジットカードの履歴のデータを集計
することで、かなり正確に把握しようと試み
ています。

　今皆さんにご覧いただいているのは、チェ
ティたちのグループが分析した結果です。こ
の青いバーは何を表しているかと言います
と、1回目に行われた現金給付について、そ
れぞれの所得階層別にどれぐらい消費に回っ
たかということを見ている、ということであ
ります。4.6万ドル以下から7.8万ドル以上と
いうことで、こちらのグループ一番右のグ
ループが一番所得の高いグループで、一番左
のグループが一番所得の低いグループという
ことになります。
　緑のバーを見ていただきますと、さほど所
得階層による差がないということであります
ので、COVID－19が始まって1回目にアメリ
カの政府が現金給付を行った時には、所得の
階層によらず多くの人がその得た現金給付を
そのまま消費に使ったということがわかりま
す。
　ところが、2回目の現金給付、このオレン
ジのバーで示されています。
　これを見ますと、高所得の人たちは明らか
に消費をする金額が減っている。すなわち、
政府からの現金給付を貯蓄にまわしたという
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ようなことがわかるわけです。
　よって、2回目の現金給付で明らかに消費
を減らしているこの高所得世帯については、
3回目の時に所得制限を設けて、より低所得
の人たちに対して多くの現金給付をする、と
いう判断の根拠になったということが言われ
ています。

　我が国でも、所得制限というのはたびたび
問題になるわけですけれども、こうしたきち
んとした根拠なしに、線引きをしてしまうと
ころがあります。
　例えば、今高校の無償化が議論になってい
ますけれども910万円のところで線引きされ
ている。でも、この910万円にどういう根拠
があるのかというところに関しては、きちん
としたデータを用いて精査をするということ
をやっていませんので、「910万円でも子ども
を育てていれば決して高いとは言えない」と
いうような議論が起こったり、あるいは「910
万円もあるのであるから十分ではないか」と
いうような議論が起こったり、と非常に感覚
的に議論が行われるわけです。アメリカの場
合はその現金給付をやる際に、どこでスレッ
ショルド（Threshold）つまり境界値を作る
のかということについては、相当程度きちん
とした根拠を示していることがわかります。
コロナの時に行われた10万円の特定定額給付
金に関しては、政府や内閣府の方で、いろん
な推定をされていると思いますが。

　また、ラージ・チィティたちの研究に極め
てよく似た研究として、マネーフォワードと
いう民間企業の家計簿アプリのデータを使っ
た研究が話題になりました。
　これはマネーフォワードの兼田さんたちが
行った研究です。偶然、日本の場合は自治体
によって給付を受けた週が変わるということ
がありました。例えば東京ですと、中野区は

早くて文京区が遅かったというように、自治
体による現金給付の時期に差が出たわけで
す。
　週に差が出たということを利用して、はた
してこの現金給付がどれぐらい消費に繋がっ
たのかということを推定した研究がありま
す。
　そうしますと、やはり日本はこの給付金の
うち、消費として利用された割合が最大でも
30％を超えないのではないかというようなこ
とが言われていて、多くの人たちが、現金給
付を貯蓄にまわしたのではないかというよう
なことがわかっているということでありま
す。
　このようにデータを用いて政策上の意思決
定をするということは、もはや当然の社会に
なっていくのではないかなと思っています。
ところがその前にデータの整備が必要だと思
いますし、今、尼崎市の取り組みはかなり進
んだものではありますけれども、これに追随
するような自治体が他にも出てくるかどうか
ということが、とても大事なことではないか
なと思っています。

　今、教育に関するデータで、私が少々問題
だと思っていることについて、これからいく
つか述べたいと思います。
　第一に、行政記録情報は非常に重要な情報
ですけれども、行政の縦割りによって、所管
している部署が違うがゆえに、それを横断的
に観察することができないという問題が発生
します。
　例えば、経済困窮以外の課題について、経
済困窮家庭を対象にコロナ禍に行った調査で
す。今皆さんに見ていただいているこの図で
すね。
　これはNPO法人カタリバというところと
一緒に、生活保護を受給している小中高校生
を対象としたアンケート調査を行ったという
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ものであります。
　この調査をやって私が一番驚いたことは何
だったかというと、経済困窮家庭に対して調
査をしたところ、経済困窮以外の課題も同時
に抱えているという世帯が全体の40％に上っ
たということです。
　要は経済困窮の問題も抱えているのだけれ
ども、加えて、子どもが発達障害であるとか、
身体障害であるとか、あるいは不登校である
とか、親が病気を抱えているとか、そういっ
た問題が同時多発的に家庭の中で経済困窮以
外の問題が生じているという家庭が非常に多
いということです。
　仮に、問題が経済困窮だけであれば、お父
さんとお母さんが一生懸命働いて、経済的な
問題を解決しようということができるのかも
しれませんが、経済的に困窮している上に、
例えば子どもが不登校で、小学校の子どもが
ずっと日中家にいますということになります
と、やはり親が家を空けて働きに行くことは
難しくなります。ますます経済的に困窮して
いくという悪循環が生じてしまう。
　そうすると、自助努力というだけではその
悪循環から抜け出せない状況ですので、行政
が速やかに救済に行くべきことになります。
発達障害や身体障害は保健など健康に関する
部署の担当ですし、不登校は教育委員会の担
当ですし、経済困窮は福祉関係の部署なので、
同一の個人が複数の問題を抱えているという
場合であっても、行政から見ると実は把握す
るのが極めて難しいという問題があるわけで
す。
　そのため、行政の縦割りによって保健とか
教育とか福祉とか、所管横断的な情報共有が
妨げられて、1人の子どもが重層的な課題を
抱えているという場合にその支援が十分に行
われないという問題があちこちの自治体で生
じているということになります。
　二つ目には、学校や地域によってかなり状

況が違うという問題です。
　例えば、今皆さんにご覧いただいているの
は、関東のある政令指定都市における就学援
助率の分布です。
　就学援助をもらっている世帯は経済的に困
難な世帯ということでありますので、貧困率、
子どもの貧困の代理変数として使われること
が多いものです。この分布を見ていただきま
すと、就学援助がほぼ0％ですいうような学
校もたくさんある一方で、就学援助率が4割
とか5割に上っている学校も少数あるわけで
す。
　就学援助率が4割とか5割になるというのは
どういうことかというと、クラスの半分の児
童生徒が貧困の状態にあるということであり
まして、これは小学校においても中学校にお
いても、非常に就学援助率が高い学校群が少
数存在するというようなことがあります。
　こうした学校群はいったいどんな問題を抱
えているのかということについて、次はいじ
め暴力不登校の分布で見てみます。すると、
就学援助率が非常に高いような学校では、例
えばいじめの件数が非常に高いとか、あるい
は暴力の件数が非常に高いというような問題
があります。
　ほとんどの学校でいじめとか暴力とか不登
校は0件ですけれども、ある特定の学校で、
ものすごく暴力や不登校のいじめなどの件数
が高い。
　年間に何十件も、いじめや暴力の問題が発
生するような学校があるというわけです。
　そうすると、やっぱりこういう貧困率が高
いとか、いじめの件数がすごく多いとか、暴
力の件数がすごく多いとか、そういう学校で
お勤めの先生たちは大変なご苦労をされてい
るという可能性があります。例えば、就学援
助率が0％の学校に勤務する小学校教員と、
最近の就学援助率の全国平均14.72％の学校
に勤務する小学校教員の労働時間の差という
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のを見てみると、週にもう3時間40分近くも
違うというわけです。
　すなわち、その就学援助率が非常に高い学
校では先生たちの労働時間が超過するような
傾向があり、そのことが先生たちの負担を重
くしているということです。
　しかし、これは全国津々浦々どこでも起
こっているというわけではなくて、特に貧困
率が高いとか、いじめとか暴力とか不登校が
起こっていて頻繁に起こるような学校で、先
生たちの労働時間が極端に長くなるというよ
うな傾向があるわけです。そういうところに
こそ、集中的に教員加配を行うとか、様々な
リソース配分をやるということによって、格
差解消に繋がって、平均的な効果を押し上げ
る政策となる可能性が高いのではないかとい
うふうに考えられます。
　ただし、こうしたいじめ暴力不登校の分布
など、ここで出しているようなこの統計は文
科省がやっているのですけれども、実は、学
校にそのデータ収集の依頼をかけてから公表
されるまでに1年半がかかるという状況があ
ります。
　今、我々が見ているデータは、1年半前の
話です。
　課題解決のために重要と考えるのは、一つ
目はこれをもう少し速やかにタイムリーに把
握していくということで、リソースの配分を
より困難なところに手厚くしていくというよ
うなことができないのかと思います。
　今後、何をすべきかということを改めて考
えてみますと、行政縦割りを打破して、1人
の子どもについての情報について所管を超え
てきちんと把握をするというようなことが重
要だと思います。
　二つ目には、子どもや学校によって状況が
余りにも違います。
　「いじめの問題を抱えている学校」「不登校
の問題を抱えている学校」それから「貧困の

問題を抱えている学校」「それが重なってい
る学校」もまたあるということでありますか
ら、子どもや学校のニーズに応じて、カスタ
ムメイドの支援をプッシュ型で行っていくと
いうことが重要になってくるのではないかと
思います。
　三つ目に、病気でもよく予防という考え方
をするのですけれども、教育にもやはり予防
ということが重要だと思います。
　いじめの問題や不登校の問題や暴力の問題
は、実際にそれが起きてから解決しようとす
るのではなくて、そういう問題になる前に手
を打っていくということが、極めて重要なこ
とではないかと考えております。
　そうしますと、やはり先ほど申し上げまし
たような、そのデータを使って速やかに問題
の把握をするとか、所在を明らかにするとい
うことは、極めて重要なことであります。尼
崎市の場合、データの連携はすでに様々な方
法でできるようになっていますので、それを
使って困難な状況にある子どもたちを救済し
に行くという体制が整っているということで
はないかと思います。

　これはまた宣伝みたいになってしまうので
すが、私は今、デジタル庁の方で非常勤にて
行政官もしておりまして、そのデジタル庁の
方で子どもに関する各種データ連携の実証事
業というものをやらせていただいておりまし
た。
　先ほど、尼崎市のデータは所管を越えて連
携できるようになっていますと申し上げたの
は、実は、そのデジタル庁で行っていたこの
子どもに関する各種データの連携について、
尼崎市もこれに採択された自治体の一つであ
りまして、この実証事業を通じてようやくそ
のデータが連携できるようになったという背
景があります。
　従いまして、尼崎市の取り組みは、本当に
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日本で見ると稀に見る非常に進んだ取り組み
だということだと思います。我々研究者とし
ては、これからここで得られたデータをもと
に、より困難な子どもたちを速やかに救済し
ていくというようなことのお手伝いができれ
ばと考えております。
　私からは以上です。
　どうもご清聴ありがとうございました。

能島副所長
　ありがとうございました。
　では皆様からいただきました質問をSlido
アプリの方にいただいておりますけれども、
この中から、大竹所長にいくつかのピック
アップいただいて中室先生に質問させていた
だければと思います。
　大竹所長よろしいでしょうか。

大竹所長
　はい。中室さん聞こえますか。ありがとう
ございました。
　会場の方もSlidoにアクセスしていただい
てQ＆Aというところに、いくつか質問が来
ているので、いいねボタン押していただくと、
その質問の人気順位が上がってくるかと思い
ます。
　中室さん、質問がきています。
　「日本において実験的な手法を行うことは
なかなか難しいけれども欧米諸国においては
どのようにして国民の理解を得ているので
しょうか」という質問がきていますが、これ
はいかがですか。

中室教授
　はい。ありがとうございます。
　私は学位をアメリカで取りました。その時
にアメリカで生活をしていて、驚いたことが
あります。
　それは何かと言いますと、しょっちゅう自

分が実験の対象になっているということに気
づいたということですね。
　大学に行っていますと、大学の中でも様々
な実験をやることがあります。例えば、授業
の開始時刻を早めるか遅めるかについて、二
つのグループに分けたり、8時から授業を始
めるグループと、8時半から授業を始めるグ
ループと、9時から始めるグループというよ
うにいくつかに分けたりして、その学習効果
を測るというようなことを大学の中でもやっ
ていました。常に自分が何かの実験対象に
なっていた。時に介入部になることもあれば、
時に対象部になることもあって、常にそのよ
うな状況で人生を生きている感じがアメリカ
の教育だと思います。
　私が初めてRegister（授業の履修）した時
に驚いたということですけれども、時々自分
が介入部になる、あるいは対象部になるとい
うようなことを繰り返していくことによっ
て、実験をすることでよりベターなアウトカ
ムを作り出していくのだということの理解を
経ていると私は思います。
　例えば、授業時間を早めるとか、それぐら
いのことであれば、大きな損をするかどうか。
損をするグループもいないので、小さいとこ
ろで実験を繰り返しやって、よりベターなア
ウトカムを作り出そうとしているのだという
ふうに思いました。

大竹所長
　ありがとうございます。だから実験に参加
する、あるいは実験対象になるのもそうだし
自分が実験するという経験を多くのところで
実践していくと、多分受け入れられやすくな
るかなと私も思いました。
　次に人気の質問があって、「中室さんが最
近出された『科学的根拠で子育て』という本
の中で最も伝えたかったことは何ですか」と
いう質問はいかがでしょうか。



48

中室教授
　はい。ありがとうございます。
　私が「科学的根拠で子育て」の中で言いた
かったのは、人生は長いではないですか。結
構みんな受験に一生懸命になっているのです
けれど、受験で第1志望の学校に受かったか
らといって、それで必ずしも成功したとは
やっぱり言えないのではないかということで
す。希望する学校に落ちるか受かるかは人に
よって違うかもしれません。ただ、受験の後
もすごく長い人生が続いていて、その「長い
人生の中で必要とされる能力とは一体どうい
うものなんだろう」ということを改めて問い
たかったということです。
　私はまあまあ偏差値の高い学校を出たので
すが、社会に出て、自分について一番最初に
思ったのは、本当に勉強だけできても仕事の
役に立たないなっていうことだったのです。
結構多くの人がそういうふうに思った経験が
あるのではないでしょうか。「勉強だけじゃ
役に立たないよね。勉強だけじゃ活躍できな
いよね。」と多くの人が思ったのではないか、
と思います。「お勉強も大事ですけどそれ以
外にも大事なことってなんでしょうか」とい
うことを皆さんに問いたかったということで
す。

大竹所長
　それで非認知能力の話が本の最初の方に出
ているということですね。
　ありがとうございます。もう1点いきますね。
　「今日の講演で特に自治体、あるいは行政
全般そうですけれども、縦割りの弊害がある
のでデータがうまく活かされないというご指
摘がありましたけれども、では縦割りの弊害
を解消するためのアイデア何かお持ちでしょ
うか。」

中室教授
　はい。ありがとうございます。
　今、デジタル庁の方でダッシュボードとい
うのに取り組んでいまして、すごく簡単に言
うと可視化するということですね。
　今、各所管で持っているデータや情報を、
他の部署からでも見られるようにする、可視
化するということが非常に重要かなというふ
うに考えています。

大竹所長
　なるほど。
　質問にも出ているのですけど、可視化する
とう話というのは、今日の講演で「ニーズに
応じてプッシュ型の支援をする必要がある」
ということをおっしゃったのですけれども、
それはその可視化するということで、少し解
消に向かうということでしょうか。

中室教授
　はい。おっしゃる通りだと思います。

大竹所長
　なるほど。ありがとうございました。中室
さん、どうもありがとうございました。

中室教授
　ありがとうございました。
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報告テーマ：「長期欠席はなぜ増えたのか？」
大竹所長
　研究所の所長をしております大竹と申しま
す。
　「長期欠席はなぜ増えたのか？」というテー
マを主にお話しをしたいと思います。
　私たちのチームで尼崎のデータを使って、
今までも複数の研究発表をしてきました。例
えば、「通塾が児童生徒の学力に与える効果」
とか、あるいは、はじめの頃に政策の効果検
証として行った「そろばん授業が学力に与え
た影響」とか。それから、新型コロナで休校
があったのですけれどもその影響というもの
を研究しました。その他にも、今日お話しす
る長期欠席というのと、生活保護世帯に対す
る学級支援が学力に与えた影響というものも
研究しております。
　今日はそのうちのいくつか紹介したいと思
います。
　今示しているスライドは、つい最近に文部
科学省が発表した内容ですけれども、IRT（項
目反応理論）というのをうまく使って、異な
る時点の子どもたちの学力水準を比較できる
ようにして測ったものです。
　その結果、最近時点で、以前よりも子ども
たちの学力が日本全体下がっているというこ
とが発表された。
　これについて実はもうすでに、あまっ子ス

テップ・アップ調査ではこのIRTを使ってい
ますので、異なる時点の子どもたち、あるい
は同じ子どもを追跡して、その子どもの学力
が上がったかどうかということも下がったか
どうかということも検証しています。
　すでに論文にした内容ですけれども、コロ
ナ以前とコロナ以降で、学力の伸びというの
を測っていて、同じような学力の子どもたち
でコロナを経験したかどうかで学力が変わっ
たのかどうか分析を行いました。その結果、
国語・算数数学ではかなり悪影響があったと
いうことが明らかになりました。しかも、算
数数学については、もともと学力が低かった
子どもたちにおいて悪影響が起きたというこ
とを明らかにできました。これは文部科学省
の発表より早い段階で、あまっ子ステップ・
アップ調査の分析での報告をしていたものに
なります。

　それから、もう一つ行ったのは、学級サイ
ズが学力や非認知能力に与える影響というの
を分析して、この結果は、「一概に学級サイ
ズが大きくなっても学力が下がらない」とい
うことと「その理由は何か」について明らか
にしていて、理由としては家庭での子ども対
する支援がより強まるからだということがわ
かります。
　ただし、就学援助を受けている子どもたち

研究報告（１）
研究テーマ：「教育環境が学力・非認知能力
に与える影響」

所長　大竹　文雄（大阪大学 感染症総合教育研究拠点 特任教授）



53

については家庭からの支援がそれほど得られ
ないということでこの階層が学級サイズの影
響受けやすいことも明らかになっています。

　そして、長期欠席に関する分析です。
　これはコロナ以降、日本全体で長期欠席の
子どもたちの数は急速に上がっていて、コロ
ナ以前に比べると倍になっている。尼崎でも
同じことが起こっている。
　そのため、どんなことがそういった部分に
悪影響を与えたのかについて、あまっ子ス
テップ・アップ調査で分析をして明らかにし
たわけです。
　まず、どういった子どもたちが長期欠席年
間30日以上の欠席になるかということを分析
しました。
　一つ目は家庭環境が大きいです。ひとり親
世帯、或いは生活保護世帯の子どもたちは、
長期欠席になりやすい。
　それから成績も影響していて、長期欠席に
なる前の段階で算数・数学の成績が悪い子ど
もたちは統計的に長期欠席になりやすい。
　そしてさらに性格特性も、外向性が低い、
或いは協調性や勤勉性が低い、精神安定性が
低い、という子どもたちが長期欠席になりや
すいことも明らかになりました。
　では、コロナ以前よりコロナ以降に長期欠
席が増えたのは、そういう子どもたちが増え
たのかどうかということを分析しました。
　その結果でわかったことは、そういったリ
スクが高い子どもたちが増えたから長期欠席
が増えたわけではなくて、そういった特性を
持った子どもたちの比率はコロナ前後で変
わっていませんでしたが、同じようにこうい
うリスクを持った子どもたちが、より長期欠
席になりやすくなったというのが、コロナ以
降長期欠席が以前の倍になった大きな理由だ
ということです。そういうことが、ここでわ
かったということです。

　この分析で大事なことは、やはり、ひとり
親世帯、生活保護世帯、という家庭属性が長
期欠席にかなり大きな影響を与えていますか
ら、市の解釈としてはそういったところに手
を差し伸べるということが大事だといえま
す。

　それと、今の分析と関わる分析として、生
活保護世帯の子どもたちを対象として学習支
援という事業を国全体でも行っていますし、
尼崎市でも行っていまして、その学習支援教
室に通うことが、その子どもたちの学力をど
れだけ上げているのか、ということを分析し
ました。
　そこでわかったことが、いくつかあります。
まず、学習支援が十分に行われているのかど
うかということを分析しました。
　そうすると、学習支援に参加したいという
児童や生徒というのは、定員よりも多いとい
う状況があります。その結果、計測した段階
では100人以上の待機児童が存在する。
　それからもう一つ、私たちが分析して、予
想外だったことを紹介します。
　まず「参加してはどうか」、というふうに
市から促されるわけですけれども、子どもた
ちは、希望しないと教室に行けないわけです
ね。
　どういう子どもたちが学習支援に参加する
のかということを分析すると、私たちの予想
では、家から近いところに学習支援設備があ
るというところほど通いやすいのではないか
と思っていたわけですけど、実際に分析する
と、学習支援教室が自宅から遠いほど参加し
て、近いほど行きにくいということがわかり
ました。
　おそらく、原因の推測は学習支援教室に
通っているということが同級生にばれたくな
いという気持ちがあるのではないかなという
ふうに思っています。
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　学習支援に参加した子どもたちは学力が上
がったのかということを検証しました。参加
したら必ず学力が上がるわけではないという
ことが、そこはネガティブな結果だったので
すけれども、学習支援に40％以上を出席して
いる子どもたちに限れば、算数数学の点数が
上がっていますし、勤勉性にもプラスの影響
がある。
　男女別でみると、女の子については国語の
点数でプラスの影響があった。
　更に、明確に出てきたことがあって、学習
支援に参加するとその子どもたちの勉強時間
が週４、５時間長くなった。学習しやすいと
ころ環境にいければ、子どもたちの勉強時間
が増えるということも、明確に出てきました。
時間都合で細かい分析結果のところは省きま
す。

　最後に、今年度行った新しい試みとして、
就学前教育における教育目標の実態を分析し
たものがあります。ややわかりにくいのでが、
要するに、尼崎市の市立幼稚園で何を目標に
子どもたちが育てられるかということを分析
しました。
　どう分析したかと言いますと、文部科学省
で、幼稚園教育要領解説というものを作って
いて、その中に、幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿という視点を様々な項目を決めて
おります。その項目を「ねらい」と呼んでい
ますけれども。それから幼稚園は、それを参
考に学年の重点を決めています。その学年の
重点と文部科学省のねらいの言葉が、どのぐ
らい、それぞれの項目で近いのかいうのを、
テキスト分析を行いました。
　さらに、担任は、個人の重点、子どもたち
一人一人に対してこの子には何を言って教育
するのかということ記録をしています。さ
らに指導上参考になる事項という記載もあ
り、それらとその「ねらい」との関係ってい

うのをテキストマイニングという形で行いま
した。その結果がこう形になっているのです
けど、この類似度の図にはピンクのところと
青いところがあり、赤いのが濃いところが文
部科学省のねらいと近い。そして遠い項目と
いうのが青い、或いは色がないというように
なっています。
　結果を簡単に言いますと、市立幼稚園で共
通して重点に入れているのは、健康面、それ
から人間関係１で幼稚園生活が楽しいか、そ
れから人間関係２という呼び方を私たちはし
ていますが、身近な人と親しい関わりを深め、
工夫したり協力したりすること。そして、か
なり強い関係があるのが協同性1で友達と関
わる中で互いに思いや考えを共有するという
ところは、どの幼稚園にも共通してみられる
ということがあります。
　各個人の重点にも共通して似たようなこと
があって、やはりその協同性１と私たちは呼
んでいますけれども友達と関わる中での思い
や考え共有というものがみられます。指導上
参考となる事項の部分というのは、先ほどの
グラフでは少ししかお見せしていませんでし
たが、ピンク色の共通点というものが少ない
ことがわかりました。
　尼崎市の市立幼稚園のねらい、つまり幼稚
園の特性の中で、文部科学省のねらいとの類
似度が低い項目があって「健康、安全な生活
に必要な習慣や態度を身に付け、見通しを
もって行動する」「社会生活における望まし
い習慣や態度を身に付ける」或いは「いろい
ろなものの美しさなどに対する豊かな感性を
もつ」とか「自然との関わり」というものは
あまり重点においている幼稚園がみられな
い。
　こういった分析を通じて、尼崎の就学前の
教育と、それを受けた彼らが今後学校に入っ
た後、どういうふうになるかということの関
りを分析していきたいと思っております。
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以上です。

能島副所長（司会）
　はい。ありがとうございました。
　Slidoの方でも先生に質問がひとつきてい
ます。
　「学習支援については認知能力非認知能力
の効果がないというようにおっしゃっていま
したが、学校教育に学校外教育で非認知能力
を高めるためにはどのようなことができます
か。」というものです。

大竹所長
　学習支援は、私説明が悪かったのですけれ
ども、平均としては行くだけでは効果がない
というだけで、参加率にみられるように、き
ちっと通ってくだされば、算数数学や勤勉性
についてはプラス効果がある。長く通ってい
ただくと、プラスの効果があるわけで。効果
がないわけじゃなくてきちっと通うことが効
果につながると考えております。

能島副所長
　それを踏まえた上で、質問にありますよう
に認知能力非認知能力を高めるためには市と
してどういうことができるでしょうか。何か
アイデアはありますか。

大竹所長
　そうですね。行きたいけれども行けない子
どもたちが結構まだいるというのは、定員が
まだ足りなと思います。
　それから、自宅の近くに学級支援施設が
あったら良いと思っていたが、そうではなく
て、「遠い所に行きたい」という部分があり、
自宅から離れた学習支援施設の方が行く確立
が高くなると想定できるため、自宅から近い
所だけを推薦する必要ないだろうと考えま
す。
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報告テーマ：「誰が支援を必要としているの
か？～いくしあデータから見る尼崎の子育て
支援ニーズとその重なり～」
安藤主席研究員
　こんにちは。立教大学の安藤と申します。
　今回は現地で報告できず大変申し訳ありま
せん。録画ということでお許しいただければ
と思います。
　私のテーマは「誰が支援を必要としている
のか」ということで「いくしあ」のデータを
お借りして、そこから尼崎の子育て支援ニー
ズの状況や、そのニーズが重なった場合にど
うなるのかということを検証したいと思って
分析を進めております。
　まずロードマップとしてはお示しすると

（p.2）、この資料にはいろいろと見ていただ
きたいというものを盛り込みました。ただし、
時間の制約もあるので要点を絞って説明をし
たいと思います。
　まず、分析のモチベーションについてで
す。今の日本の社会保障政策では、「現物給
付」や「現金給付」と呼ばれるようなものに
加えて「相談支援」というのが注目されるよ
うになっており、お金も少しずつ、つくよう
になっています。子育て分野でも、「こども
家庭センター」が設置されたり、あるいは学
校にもソーシャルワークや相談支援の領域に
もっと人を配置しようという動きがあったり
します（p.6）。この相談支援の領域がどうなっ

ているのかということを考えていきたいとい
うことが、一つのモチベーションになってい
ます。
　相談支援に関する尼崎市の取組として、「い
くしあ」（子どもの育ち支援センター）があり、
そこで総合相談窓口を設置しています（p.8, 
p.9）。
　今回はそのデータを使わせていただいて、
尼崎の総合相談窓口の活用がどうなっている
か、どういう人が使っているのか、というこ
とを見ていきます。
　尼崎市自身も「いくしあの歩み」というレ
ポートを出しています（p.10）。まず、この
レポートと今回の分析の違いについて簡単に
説明します。
　ここで提示している図（p.12）において、「子
どもや家族の状況」から「相談」へ、そして

「相談」から「サービス利用」へ、そして「サー
ビス利用」から「アウトカム」へという因果
の連鎖があり、今回は「子どもや家族の状況」
から「相談」へというところを見ております

（p.13）。この「子どもや家庭がどうなってい
るのか」ということと「相談支援の利用」に
どういう関係があるのかを見るためには、相
談データだけではなくて、「相談してない世
帯のデータ」というのも、一緒に見ていく必
要があります。このように、相談データだけ
ではなく、「相談していない世帯のデータ」
も使って分析している点が、今回の報告の特

研究報告（２）
研究テーマ：「子どもを対象とした行政・教
育サービスの利用実態・政策効果の検証」

主席研究員　安藤　道人（立教大学 経済学部 教授）
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徴です。
　まず、住民基本台帳データと総合相談の履
歴データを、過去4年分マッチングさせます

（p.15）。これをマッチングさせることによっ
て、相談している人だけではなくて、「相談
しない人はどういう人か」という点を見るこ
とができ、相談してない人と相談している人
を比べるという形で、「相談している人の特
徴」を見ることができます。
　次に、分析結果です。
　まず、最初のベンチマークとなるような結
果ですけれども、世帯の属性について、ひと
り親や経済状況（生活保護・就学援助など）
などを表わす棒グラフがあります（p.16）。
まず注目していただきたいのは、一番下の、

「その他」の世帯の5.9％という数字です。
　この5.9%という数字は、「ひとり親」世帯
や「就学援助利用あり」世帯などの世帯属性
がない、ひとり親ではなく、低所得でもない
家庭です。祖父母同居のような三世代家族に
ついて今回はデータを除いているので、「標
準的な核家族」ということもできます。
　この「その他」世帯を見ると、両親と子ど
もがいて、かつ、就学援助や生活保護を受け
てないという家庭だと、大体100世帯いたら、
6世帯ぐらいが「いくしあ」の総合相談を利
用しています。それが過去4年の状況である
ということが言えます。
　この数値は、それなりに高いと思いますが、
ここで注目して欲しいのは、「ひとり親」世
帯だと、それが9％ぐらいになるということ
です。また、就学援助や児童扶養手当や生活
保護を利用していると、それが14％から15％
へと、結構高くなります（p.16）。
　つまり、「その他」の世帯に比べると、ひ
とり親だったり低所得だったりすると、総合
相談窓口の利用率が高くなっています。生活
保護ありだと約15％、あるいは就学援助率約
14％ということで、けっこう高い割合で総合

相談窓口を利用しているということが、今回
わかりました。
　かつ、もう少し世帯ごとにいろいろ見てみ
ると、「児童扶養手当」の利用はもともとひ
とり親世帯がメインですけども、「就学援助
利用でかつひとり親」あるいは「生活保護利
用でかつひとり親」という、二つの属性が重
なった形になると、就学援助・生活保護利用
世帯全体よりも少し相談率が下がるという傾
向がみられます。つまり、低所得世帯の相談
率は全体としては高いのですが、そこに「ひ
とり親」という属性が加わると、相談率は少
し低くなっている可能性があります。
　同じような傾向は、支援内容別でも観察され
ます。多くは発達障害などに関連する「育成に
関する相談」ですけども、そこでも同じような
傾向が見られました。育成関連の相談だと、「そ
の他」の世帯が約4％に対して「ひとり親」だと
約7％で、「就学援助利用」や「生活保護利用」
だと約11、12％です（p.17）。そして、「低所得
でかつひとり親」の場合、相談率が少し低くな
るというのが見て取れます。
　「障害」に関する相談率でも、基本的には
同じような傾向があります。「その他」世帯
だとかなり低い0.6％の相談率ですが、「ひと
り親」世帯や「就学援助利用」「児童扶養手
当利用」「生活保護利用」世帯などでは1.0 〜
2.0%の相談率になります。そして、ここでも、

「就学援助利用」ありの世帯全体と比べて、「就
学援助利用&ひとり親世帯」だと相談率は下
がっています（p.18）。
　また、「その他の相談」についても、「その
他」の世帯だと、1000世帯中2件ぐらいの相
談率なのに対して、「ひとり親世帯」世帯で
あったり低所得世帯であったりすると、1％
の相談率になり、差が4倍ぐらいあるという
状況です（p.19）。
　次に、ちょっと視点を変えて、父子世帯と
母子世帯に分けて見てみます。それによると、
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二人親世帯は全体で6.4％の相談率ですけれ
ども、父子世帯だと7.3％、母子世帯だと9％
ということで、少し父子世帯の方が低いこと
がわかりました（p.20）。
　また、もう一つ、外国籍の子どもの世帯と日
本国籍の子どもの世帯でも相談率を比較しまし
た。これは、言語の壁や情報の壁がどのくらい
あるかを理解する手がかりにもなると思います。
すると、外国籍の子どもの場合には相談率は約
3％であるのに対して、日本国籍の子どもの世帯
の場合には約7％と、大きな差が観察されます

（p.23）。これは総合相談ですけどもこの育成相
談の方で見ても同じぐらい差があるというような
ことがわかりました。
　さらに校区別の分析も行っていますが、こ
れは時間の関係で詳細の説明は省略します

（p.24）。
　最後に、分析結果の含意です。これまでお
話ししたところでまとめると、4点にまとめ
られます（p.26）。まず一つ目は、ひとり親
世帯や低所得世帯で相談率が高いということ
が言えます。二つ目は、低所得世帯の中で比
べて見てみると、ひとり親世帯の相談率は相
対的に少し低くなっているということがわか
りました。三つ目は、母子世帯と父子世帯を
比べると、全体としては父子世帯の方が相談
率は低いです。四つ目は、外国籍の子どもの
世帯と、日本国籍の子ども世帯を見ると外国
籍の子ども世帯の方が相談率が低いというこ
とがわかりました。
　これらの結果から、今後考えなければなら
ないことは何かということを５点あげます

（p.27）。
　第一に、低所得は経済的困窮に繋がるわけ
ですが、経済的困窮と、例えば子どもの育成
相談や障害相談というものは、本来は直接リン
クするものではないとも考えられます。したがっ
て、経済的困窮が、どういう形で、育成にせよ、
障害にせよ、その他にせよ、「子どもを育てるこ

とに関する困難」に繋がっているのかについて、
きちんと検証しなければならないということが
課題として挙げられます。
　第二に、ひとり親世帯に関しては、「その
他」世帯と比べると相談率は高めですが、そ
れでも低所得世帯の中でのひとり親を見ると
少し相談率が低くなっていました。これはも
しかしたら、ひとり親というのは、経済的に
困窮していても、支援、総合支援、相談窓口
にコンタクトしづらい背景があるかもしれま
せん。それを検証する必要もあると思います。
　第三に、外国籍の子どもだったり、父子世
帯だったりすると、相談率が低くなっていま
す。たとえば外国籍の子どもの場合には相談
率は日本国籍の子どもの半分ぐらいです。こ
れは、外国籍の子どもたちの相談ニーズの把
握が遅れている可能性を示唆しており、これ
も検証しなければならない課題ではないかと
思いました。
　第四に、父子世帯が母子世帯より相談率が
低いことに関しては、もしかしたら経済的に
安定していて、少し母子世帯と状況が違う傾
向があるのかもしれません。しかし、他の可
能性として、第三者にコンタクトしづらいと
か、相談窓口を知らないとか、そういう理由
があり得ます。父子世帯特有のニーズが見過
ごされている可能性も、検証しなければと
思っております。
　第五に、虐待に関しては総合相談のデータ
件数がほとんどありませんでした。これは、
虐待については他に相談窓口や対応窓口があ
るためでもありますが、子ども関係の相談支
援としては重要な領域です。どういう形で虐
待が発生しているのか、あるいは見過ごされ
ている支援ニーズがどこに、どのくらいある
のかということについて、更なる検証が必要
と思いました。
　これで報告を終わりたいと思います。引き
続きどうぞよろしくお願いいたします。
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報告テーマ：「乳幼児教育を科学でひも解く
～人格形成の基礎を拾うことの大切さ～」
佐野研究協力員
　それでは、「乳幼児教育を科学でひも解く
〜人格形成の基礎を拾うことの大切さ〜」と
いう題目で、神戸大学大学院人間発達環境学
研研究科　北野教授　中京大学スポーツ科学
部　國土教授をはじめとするこちらのメン
バーで進めた研究について報告をさせていた
だきます。
　本報告は中京大学スポーツ科学部　佐野が
行います。よろしくお願いします。
　まず、研究の背景からお話します。
　私たちのグループでは、小学校就学前後の
架け橋期教育の充実に向け、就学後の実態に
影響を及ぼす要因、主に就学前の教育環境に
焦点を当てた研究を進めております。
　具体的には就学前の教育環境として、「子
どもたちの家庭教育環境」、「幼稚園や保育所、
こども園の保育・教育環境」の2点を設定し、
これらが就学後の学習状況や学校適応にどの
ような影響を及ぼすかについて、データ分析
に基づく検討を行っています。
　また近年では、青少年の自殺の急増が喫緊
の課題とされておりますが、こうした課題を
子どもたちの育ちや教育の視点から捉える上
で、成長・発達の過程で関わる環境に着目す
ることは重要だと考えております。
　そして、私たちはこどもたちが身の回りの

環境の中で培う力のひとつとして「社会情動
スキル」に着目しています。
　社会情動スキルとはIQや学力テストでは
測定できない。目標の達成や他者との協働、
感情のコントロールに関するスキルとされ、
学校生活や将来の社会適応において重要な役
割を果たすとされています。特に、園での保
育・教育環境と社会情動スキルの育ちとの関
連性は就学後の実態と就学前の環境とのつな
がりを検討するための有用な視点となると考
えています。

　今回の報告では、スライドに示す二つの目
的を設定し分析した結果を報告します。
　一つ目は、個人の家庭教育環境と就学後の
実態との関連の検討です。
　これまで、学習状況に影響する環境要因と
して、家庭の経済状況に関する報告が多くな
されていますが、就学後の実態に影響を及ぼ
す要因は、社会経済的背景のみであるのか、
それ以外の重要な要因があるのではないかと
いう視点を用いて検討を行いました。
　二つ目は、社会情動的スキルの育ちに基づ
く、園の特性と就学後の実態との関連の検討
です。
　特に家庭環境に困難を抱える子どもたちに
とって園の特性の違いはどのような影響を与
えるかに着目し、分析を行いました。
　分析にあたり、尼崎市からスライドに示し

研究報告（３）
研究テーマ：「乳幼児期の社会情動的スキル
の育ちと架け橋期教育」

主席研究員　北野　幸子（神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授）
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たデータの提供を受け、その中から出身園、
乳幼児健診の受診歴、あまっ子ステップ・アッ
プ調査のデータを主に使用しました。
　また、独自に作成した小学一年生対象の社
会情動的スキルアンケートの回答データも使
用しました。
　そして、これらのデータがそろった2020か
ら2022年度に市内の小学校に入学した児童
6513名を分析対象としました。そこからは、
目的1の家庭教育環境と就学後の実態の関連
について分析結果を示します。
　まず、就学後の実態に関しては、学力と学
校への適応状況の2つの観点を設定しました。
学力の指標にはあまっ子ステップ・アップ調
査の国語と算数のスコアの合計点を使用しま
した。学校での適応状況については、あまっ
子ステップ・アップ調査の生活アンケートか
ら友達との関係、教師との関係、学校生活の
楽しさに関する3項目にすべて「はい」と書
いて答えた児童を学校への適応度が高い児
童、つまり小学校での生活にうまく馴染めて
いる児童として集計をしました。
　次に個人の家庭教育環境に関する変数とし
て、自治体階層、家族形態、1歳半健診の受
診有無、3歳児検診の受診有無の4つを使用し
ました。検診の受診率について、1歳半と3歳
児の健診を、どちらも受診した割合は90％前
後で推移しています。
　分析結果に移ります。
　家庭教育環境に関する４つの変数について
因子分析を行ったところ、スライド表のよう
に2つの因子が抽出されました。
　第1因子は、家庭で子どもに乳幼児健康診
断を受けさせているかどうかを示す健診受診
因です。
　第2因子は経済状況や家族形態という家庭
の社会経済的背景に関わる経済状況因子に
なっています。
　ここでのポイントは、健診の受診と社会経

済的背景の項目が単一の因子にまとまらない
という点です。
　この点は、乳幼児健康診断の受診と家庭の
経済状況が対応するのではなく、経済的な困
難を抱えているから健診を受診していないと
いうわけではないことを示しています。そし
て私たちのグループでは、この健康診断の受
診という行動には、各家庭における子どもの
健康や育ちへの関心度が反映されていると考
えています。因子分析における、先ほどの2
つの因子をもとに、クラスター分析を用いて、
対象児童の家庭教育環境を4つのグループに
分類しました。
　まず、全体の83.4％を占めるグループ1は、

「健診を毎回受診し、経済的困難が少ない家
庭環境の児童」を示しています。
　このグループ1に対して、家庭教育環境に
何らかの困難を抱えている可能性があるの
が、グループ2から4になります。
　グループ2には経済的困難が少ないものの、
健診の受診状況が悪く、子育て関心度が低い
可能性のある家庭。
　グループ3は、健診を毎回受診しているも
のの、経済的困難のある家庭。
　グループ4は、子育て関心度と経済状況、
ここに困難を抱えている可能性のあるグルー
プになります。
　この4つの家庭環境の違いと、就学後の実
態との関連を調べるため、まずグループ間で
学力スコアを比較しました。
　その結果、1から3年生時いずれにおいても、
グループ1と比較して、グループ2から4のス
コアが有意に低いことがわかりました。特
に、健診の受診状況が良くないグループ2に
おいてもスコアが低かったことから、社会経
済的背景だけでなく家庭の子育て関心度の低
さも、学力格差に影響を及ぼす要因になり得
ることが1つあります。一方、就学後の適応
状況については、家庭教育環境によるは見ら
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れませんでした。そして、友達や教師との関
係性、学校生活全体について、何らかの悩み
を持っている可能性がある児童は、どの家庭
環境のグループでも、2 〜 3割程度見られる
ことがわかりました。
　続いて、目的2について家庭教育環境と就
学後の実態に園の特性の違いを含めた分析を
行いました。ここでの特性は、社会情動的ス
キルの育ちを支える保育の充実度を示しま
す。その調査として、各園の卒園児の社会情
動的スキルを小学校入学直後にアンケートに
て測定しました。そして、卒園児のスコアが
全体的に高い園を社会情動的スキルの育ちを
支える保育が充実している園として設定をし
ました。園の特性の分類では、社会情動的ス
キルを測定する8つの項目得点を合計し、児
童の出身園別に平均スコアを算出しました。
そして園別のスコアの中央値をもとに、卒園
児の社会情動的スキルのスコアが低い園と、
高い園の2分割をしました。スライドの左の
表には、園種別にスコアの高い園と低い園の
分布を示しています。この結果を見ると、こ
ども園でスコアが高いような割合がやや高い
傾向が見られました。また、右の表は、スコ
アが高い園と低い園の卒園児の人数を、家庭
教育環境のグループ別に示しています。その
上で、家庭教育環境のグループ別に、社会情
動的スキルのスコアが高い園と低い園の児童
で、就学後の実態にどのような違いが生じる
のかを検討しました。
　まず、グループ1の家庭環境の児童につい
ては、2年生時に有意差が検出されたもの学
力スコアの差は大きくなく、学力に対する園
の特性の影響は小さいと考えられます。一方、
健診の実施状況が良くないグループ2の児童
については、スコアが高い園と低い園への卒
園児との間に、学力スコアに有意差が認めら
れ、平均で15ポイント程度の差が生じていま
した。このことから、子育て関心度の低い家

庭環境にある子どもたちの学習において、就
学前の園の特性の影響は大きいと考えられま
す。一方、経済的困難があるグループ3の児
童においては、園の特性による学力スコアの
違いは見られませんでした。そのため、経済
的困難がある児童にとっては、就学前の園の
保育、教育の充実に加えて、就学後の丁寧な
学習支援が必要であると考えられます。学校
への適応状況については、グループ1と2の児
童においては適応度の高い児童の割合に園の
特性による違いは見られませんでした。しか
し、経済的困難のあるグループ3では、社会
情動的スキルのスコアが低い園の卒園児で、
適応度の高い児童が55％にとどまることが明
らかとなりました。このことから、経済的困
難がある家庭の児童の学校適応において、就
学前の園の特性の影響が大きい可能性が考え
られます。また、グループ2で定められなかっ
た背景には、子育て関心度が低い家庭の児童
にとっては、どの児童にとっても、家庭に比
べて学校が居心地のよい居場所となっている
可能性があることがわかりました。

　最後に本報告のまとめです。
　まず、経済状況に代表される社会経済的背
景に加え、家庭における子どもの健康や育ち
への関心度も就学後の実態に関連する家庭教
育環境の要因として設定できることが示唆さ
れました。
　また、社会情動的スキルの育ちに基づく園の
特性を踏まえた分析から、園の特性が就学後
の学習成果に及ぼす影響は、子育て関心度の
低い家庭の子どもたちに対してより顕著に現れ
る可能性が示唆されました。
　一方、経済的困難がある家庭の子どもたちに
は、就学前の環境の充実に加えて、就学後の
丁寧な学習支援が必要となると考えられます。
　また、園の特性が就学後の学校への適応状
況に及ぼす影響は、経済的困難の問題がある
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家庭の子どもたちに対して、より顕著にあら
われる可能性が示唆されました。
　今後は、家庭教育環境における子育て関心
度の要因を明確にする事と共に、園や小学校
の困難さを踏まえた支援家庭との連携支援の
必要性について検討していきたいと考えてお
ります。
　報告内容は以上となります。ご清聴いただ
きありがとうございました。

大竹所長
　ありがとうございます。
　Slidoから、「社会的情動的スキルを育てる
園というのは、簡単に言えばどんなところで
すか。」との質問が来ています。スキルの測
り方について今聞いたところだと、性格特性
のビッグファイブを1年生の時に測って、そ
の点数が良いところと悪いとことで、比較す
る形かと思います。そうするとどんなことを
している園かというのはあまりわからないか
もしれない。いかがでしょうか。

佐野研究協力員
　ありがとうございます。
　本当に社会情動的スキルというのは非常に
多岐にわたっている概念かと思います。実は
この中身としてはこの赤枠で囲っているも
の、例えば好奇心物事に対して面白そうだと
かになるな、というふうに思える力ですね。
　ただ開放性、協調性と言うとわかりやすい
と思います。
　特定のこれを評価するプログラムをやって
いる園かというとそうではなくて、他者との
関わりということで、例えば子どもたちの関
わりを重視するのは充実した園であったりと
か、あるいは主体性を尊重した自由な保育、
そういったところで子どもたちの人間性をよ
り豊かに育てること、一つのことというより
かは、広く育て上げる、そういったところを

意識した園かなというイメージですね。

大竹所長
　そこはぜひ今後、実際にどんなことやって
いるかというのも調べていただけたら。
　また、たくさんいいねがついている質問は

「今日はお話いただいた検証を踏まえると今
後の市の政策等についてはどういうことが重
要だと考えられますか。」と。

佐野研究協力員
　ありがとうございます。
　今回の報告の内容の中心としては、「子育
て関心度」というところをキーワードとさせ
ていただいており、一方で本当に経済的に困
難があるというところが非常に教育と密接に
関わっているというのはいろんなところから
発信されていることかと思います。
　けれども、経済状況以外にも他の要因で何
が重要かというところで、我々の研究チーム
としては、やはり自分たちの子どもの健康と
か、あるいは育ちというのに保護者がきちっ
と関心を持っているかというところの要因と
いうのは非常に重要なファクターというふう
に思っております。そういった経済状況だけ
じゃなくても関心度というところを上手く
キャッチできる、そういった仕組み、あるい
は取り組みというのを充実させることが一つ
方向性としては、考えられます。

大竹所長
　はい。ありがとうございます。
　例えば、関心度のところでいうと健診を受
けたかどうかという形で、市の持っている情
報を活用していけるのかと思います。
　どうもありがとうございました。

佐野研究協力員
　ありがとうございました。
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報告テーマ：「幼児期に必要な運動プログラ
ムの実践とその成果」
中尾主席研究員
　こんにちは。関西国際大学　中尾です。
　「学習や学校生活における困難を改善する
指導に関する実践研究」の報告をさせていた
だきます。
　研究の概要といたしましては、本市におけ
る幼児と児童等の実態を把握し学習や学校園
での生活上の困難を改善又は克服するための
運動プログラムの開発を行い、科学的根拠に
基づく効果検証を行うと考えております。
　具体的には、インフィーマルアセスメント
を通して、SNS等の観察・検査等を実施し、
そのアセスメントに基づいた様々な運動プロ
グラムの効果を検討・推進したいと考えてお
ります。
　期待される効果としましては、障害があろ
うがなかろうが全ての子どもたちの成長を支
援するようなことが期待されます。
　研究の進捗状況です。
　尼崎市内協力7園において「サーキット遊
び」の指導を行いました。
　4か月間実施し、事前事後の結果について
グッドイナフ人物画知能検査を行い、比較検
討したいと考えております。
　本研究の目的は、ポイントを押さえた指導
ができる具体的な遊びとプログラムを通して
作成した遊びと運動プログラムが幼児の運動

能力を高めることに繋がる有効性を明らかに
し、結果を基に、より効果的な運動プログラ
ムを提案することを目的としています。
　方法としましては、協力7園に関しまして
4歳児5歳児に「サーキット遊び」を実施し
ていただきました。実施前と実施後の計2回
グッドイナフ人物画知能検査を実施し前後の
比較をしました。また、各担任への日常生活
のチェックリスト聞き取り調査も実施しまし
た。

　実施期間としましては、2024年７月から
2024年10月。今回の結果は昨年度の結果を受
けての報告になります。
　分析方法は、ボディイメージに関しては人
物画の知能検査の比較。
　ワーキングメモリに関しては日常生活
チェックリストから事前事後の比較をしてお
ります。
　期待される効果としましては、「サーキッ
ト遊び」による児童の活動がボディイメージ
とワーキングメモリを高める効果と考えてお
ります。
　実際に使用したサーキットコースですけれ
ども、「サーキット遊び」の回路図も含めて、
実際にこういった設定をしております。
　それぞれの運動課題における遊びの内容に
ついて、こういった力が身につくと考えて実
施しております。

研究報告（４）
研究テーマ：「学習や学校生活における困難
を改善する指導に関する実践研究」

主席研究員　中尾　繁樹（関西国際大学 教育学部 教授）
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　結果です。
　個人の比較としましては、A園5歳児の16
名に関しては、自然発達以上の伸びを示しま
した。
　特に伸びた園児が10名いるということで
す。クラスの半数以上が上昇しております。
　また、C園では19名が上昇し、特に伸びた
園児が7名クラスの半数以上が上昇しており
ます。
　A園4歳児11名が上昇し特に伸びた園児が5
名います。
　こういった個人比較を通して、D園でも4
歳児で10名が上昇。特に伸びた園児4名といっ
た結果がでております。
　5歳児のサーキット遊び実施群に関しまし
ては、以上の様な結果がでております。
　4歳児に関しましては、事前のチェックに
おいて困難と示した子どもたちにおいて伸び
を示した結果が出ております。
　個人の比較をしますと半数以上の子どもが
上昇し平均4か月以上の伸びありました。
　結果（クラス別）に関しては、特に1回目
と2回目のDAM結果によるｔ検定と行いま
したが、有意な差があったのは3クラス。有
意に差がなかったのは14クラスになっており
ます。
　日常生活のチェックリストですけれども、
こういった中身を聞いております（スライド
清覧）。
　結果としまして、考察DAM結果から個人
比較をした段階で30 ヶ月〜 80 ヶ月の伸びを
示している。これは、本当に大きな伸びで

「サーキット遊び」の中で体を多様に動かす
ことを繰り返し実践してきた結果が現われて
いると考えます。
　同じ園のDAM結果から、これは一定期間、
サーキット遊びを通して運動遊びを行い、感
覚が刺激されたことによってボディイメージ

が発達したと考えられます。

　次の聞き取り調査から、注意力・集中力、
気持ちの面、身体像、を通して「やってみよう」

「できた」と自信を持つことから気持ちの安
定が図られると考えております。「落ち着い
て行動することができるようになった」「食
事にかかる時間が短くなった」ということで、
園生活の中で保育者が意識しながら保育に取
り入れることで、ワーキングメモリの向上に
繋がると考えております。
　今後の展望ですけれども、今回の検証では、
サンプル数が少なかったこともあり、学年、
年齢集団の見られなかった箇所もたたありま
したが、個人個人の伸びとしては、かなり生
活年齢と比較してかなりの伸びを示して証明
できたかなと思っております。
　ワーキングメモリについては、明確な尺度
がないため今後は発達段階についての検証を
する上で、保育者自身が実行機能について理
解を深めていくことも必要であると考えてお
ります。
　保育現場におきまして、「やりたい」「遊び
たい」と集まってくる環境を設定し、こういっ
た実施対象や期間、内容、を再検討した上で
幼児の運動能力を高める遊びと運動プログラ
ムの構築や実践を積み上げていきたいと考え
ております。
　ご清聴ありがとうございました。
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報告テーマ：「発達と学力に影響する幼児期
の生活とは」
永瀬主席研究員
　よろしくお願いいたします。
　神戸大学小児科の永瀬と申します。
　子どもの神経疾患とか発達遅滞について専
門に研究しております。
　今回の報告では、「周産期から幼児期まで
の状況が、発達や学力の向上に与える影響〜
発達と学力に影響する幼児期の生活とは〜」
というテーマで発表させていただきます。
　まずは昨年度までのまとめのお話しをした
いと思います。
　私ども医者、医師という立場で関わってお
りまして、幼児期の教育とか、その以前の時
期の情報としていただいているデータ、性別、
在胎週数つまり何週で産まれたか、出生体重
いわゆる周産期データ、それから1歳半健診
時の心身の発達ですね、それから3歳時期の
発達だとか、乳幼児期の生活習慣というもの
と、学力や非認知能力のデータとの関連をみ
ており、それについて解説いたします。
　中室先生もおっしゃっていましたが、乳幼
児健診などの母子保健のデータと、学校あ
がってからのデータを組み合わせて縦断的に
追えるということはほとんどありませんの
で、それを解析できるということ、またその
データは非常に貴重だと思っており感謝して
おります。その中で、例えば在胎週数、出生

体重、出生月、母年齢、この辺のものは、こ
れが発達に不利であるということがあったと
しても、これらを後から変更することはでき
ないですけども、例えば、幼児期の睡眠習慣
であるとか、朝の習慣とか、こういうものは
整えることで、改善する余地があるので、改
善できる。そういうものを検討していこうと
いうものです。
　その中で、今まで報告させてもらったのが、
こちら3歳児の就寝時刻と、就学後の学力と
の関連を表わしたものです。左側の表は、3
歳児健診の時点での就寝時刻と小学校1年生
時点での国語の成績との関係を表わしたもの
ですけれども、18時から20時に就寝された方、
21時台、22時台、23時台、と就寝時刻が遅く
なればなるほど、数年後小学校にあがった時
の成績が悪くなっているという結果が出てお
ります。
　同様に算数もそういう傾向が出ていまし
て、一番左が18時から20時に就寝された方で、
一番右が23時に就寝する方ですけども、算数
も同様に就寝時刻が遅くなればなるほど小学
校にあがった時の成績が悪くなっているとい
う結果が出ております。
　よって、小学校1年時の学力は3歳時の就寝
時刻との関連していることがわかりました。
　今年度は、朝食摂取というところに関心を
寄せ、フォーカスをあててみました。
　朝食摂取が人体に与える影響については数

研究報告（５）
研究テーマ：「周産期から幼児期までの状況
が発達や学力の向上に与える影響」

主席研究員　永瀬　裕朗（神戸大学大学院 医学研究科 特命教授）
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多くの研究がなされてきています。
　しかし、乳幼児期の朝食摂取習慣が後の認
知能力とどのように関連するかということに
着目した研究というのはこれまでにございま
せん。

　これまでにいただいているデータを解析し
まして、今回の研究の目的は、3歳児の朝食
摂取習慣と小学校1年生での学力との関連を
明らかにすることを目的といたします。

　方法です。
　尼崎市の学びと育ち研究所で縦断的に収集
されたデータの後方視的解析になります。
予測変数は、3歳児健診で「朝食を毎日食べ
ますか」に対する答え。
　目的変数は、小学校1年生での学力試験結
果国語と算数としております。
　共変数としましては、ここに書いているも
のを含めました。（共変数：性別、誕生月、
在胎週数、出生時母体年齢、経済状況、3歳
時のスクリーンタイム、3歳時の精神発達、3
歳時の就寝時刻、小学校1年生時の朝食摂取
習慣）
　今回新たに、国語と算数の学力テストの解
析の中で領域ごとの解析をしております。
　この領域というのは、文部科学省が作成す
る学習指導要領に基づいて各分野の中にどう
いった内容の問題が得意とするかが評価でき
ます。
　平成29年学習指導要領改訂のため、領域解
析ができる年度のデータを採用いたしまし
た。
　今回の対象となりますけれども2014年3月
から2016年12月に尼崎市で出生したお子さん
の中で、転居とか私立学校への入学などで
データ欠損がある方を除き、小学校1年生時
の学力テストのデータが得られたお子さんが
ｎ＝7883、その中でも調査共変数で欠損がな

い「周産期情報から小学校のデータまで欠損
なく収集できたデータ5674人を対象としまし
た。
　まずこれは予備的な解析ですけれども、3
歳児の朝食摂取習慣が小学校1年生のときの
体格に影響しているかというのを見ました。
ご飯たべてないから栄養失調になっていて、
大きく成長障害があるということになると、
成績が悪いことが考えられますけども、朝食
摂取のはいいいえの間で、身長、体重ともに
差は認めませんで、3歳児の朝食摂取習慣に
よって、小学校1年生の体格には差はござい
ません。

　次に、対象の背景となります。
　3歳時に「毎日朝食を食べますか」に対し
て「はい」と答えた人が7433人、「いいえ」
が414人となっている。これは背景ですので
共変数が全部そろってない人も入れておりま
す。
　合計7847人になっております。
　こちらで注目するところの傾向として、左
のこちらが「3歳の毎日朝食を食べますか」
というグループの方を「出生時の母体年齢の
平均」で見ますと、これぐらいの違いですけ
ど。20歳未満でお子さん生まれたという方が、

「朝食を食べる（はい）」部分では1.8％だっ
たのですけども「食べない（いいえ）」の部
分では6.5％ということで、この朝食を食べ
ないとお答えになったお子さんのお母さんは
出生時に、若年出産である方が多いという傾
向があります。

　次に、こちらの経済状況ですけれども。
　経済状況の違いで朝食を食べますか「はい」

「いいえ」の部分でみますと、経済的に問題
ないという方の割合が「はい」は89.5％「い
いえ」は75.4％で「いいえ」の方が少ない。
3歳時の就寝時刻をみますと、先ほど3歳時の
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就寝時刻は小学1年生時の学力と関連すると
申し上げましたけども、これも早寝している
人というのは、朝食を食べている人が多く、
23時以降に就寝する方っていうのは、いいえ
の方に多いという傾向があります。

　また3歳児のスクリーンタイムで見ますと、
0から1時間が、「はい」が34.5％「いいえ」
が19.8％、3時間以上スクリーンタイムがあ
ると「はい」が29.8％「いいえ」が47.7％、
といった結果がみられます。

　それでは、共変数とそちらを含めた解析を
行った結果としまして内容解説しますと、3
歳児の朝食摂取習慣と小学校1年生時の国語
の学力についてですけれども、このEstimete
というのは与える影響の大きさをみておりま
して、SEが標準誤差を表わしています。
　では問題の領域でみると言葉・情報・言語
文化というところについて朝食摂取しないグ
ループよりも朝食摂取するグループの方が学
力が高い傾向がみられます。
　次に算数ですけども、算数も総得点と領域
として活動計算して、データ活用とあります
けども、総得点と数と計算において、朝食摂
取をしていた方の方が、しない方の平均より
も高いという傾向がございます。
　結果のまとめになりますけども、3歳時に
毎日朝食を摂取するお子さんが毎日摂取しな
いお子さんと比べて小学校1年生時での学力
テストにおいて、国語領域1（言葉・情報・
言語文化）、算数総得点、算数領域1（数と計
算）が有意に高得点であるという結果がわか
りました。

　ここから考察です。
　朝食摂取と学力の関係について、学力測定
時点での朝食摂取習慣や1回の朝食摂取の短
期的効果に注目した研究報告は多くありま

す。
　短期的効果として、注意力、実行機能、記
憶力の向上との関連が報告されている。
　また、認知機能というのは、注意力、実行
機能、記憶力などがそうなのですが、この認
知機能はこの図のようにカテゴリー分類され
ています。
　今回の学力検査の各教科の領域分類は、文
部科学省が提示する学習指導要領を基に分類
されているが、医学的に一般的な認知機能と
対応させることはこれまでは困難でありまし
た。
　ここからは推定になりますが、国語の領域
１というのは、語彙に関する知識で、記憶力
になります。算数領域1は単純な計算や数の
大小というところで、注意力と実行機能にな
ります。

　先行研究において、朝食摂取自体が、その
同じ時期の記憶力・注意力・実行機能に関連
すると言われていることと同様に、将来のこ
れらを強化したのかもしれないというふうに
考えます。
　あと直接的な影響として、朝食摂取習慣が
脳の形成にどういう影響があるか、朝食摂取
をすると、脳に糖が供給されますので、エネ
ルギー源となり血圧をあげて、脳へのグル
コース供給により神経伝達物質の合成も促進
されるため、認知機能を向上させる可能性が
あります。また、朝食に米を摂取するお子さ
んは、パンを摂取するお子さんと比較して、
廃白質容積が大きくIQも有意に高いという
研究報告もあります。乳幼児期の食事パター
ンと、思春期の脳形態についての評価でス
ナック類、糖質過剰、加工食品は、脳白質容
量と負の関連があるともいわれています。
　これがどういうことかと申しますと、朝食
とか食事内容というのは、脳の活動・成長に
直接影響を及ぼしている可能性があるという
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ことです。そして、後々の脳の機能に対して
も影響を及ぼしている可能性があるというこ
とが言えます。

　今回、共変数による影響を抜いたうえで、
3歳時点の朝食習慣が就学後の学力で有意差
が出るとの報告をしました。
　ただ、3歳時健診での「毎日朝食を食べま
すか」の質問に対して「いいえ」と答えたグ
ループでは、「母体年齢が若年である」「経済
的支援を受けている割合が高い」「3歳時の就
寝時刻が遅い」「3歳時のスクリーンタイムが
長い」などの特徴がありました。
　朝食習慣の背景として、先行研究では、朝
ご飯を食べないというのは、社会経済的背景
が低い子どもで一般的であると言われており
ます。また、低所得世帯では、子どもの睡眠
に対する推奨事項を満たしにくく生活習慣事
態が一定しないという研究もあります。
　スクリーンタイムに関して言いますと、ス
クリーンタイムが長い子どもの母親は、年齢
が若く、出産経験がなく、教育レベルが低く、
産後うつ病を患っている割合が高く、世帯収
入が低い、という傾向があるという先行研究
もございます。

　食事そのものの脳の発達に与える影響とい
うのはあるかもしれませんけども、この3歳
時点の乳幼児健診で「朝食を毎日食べてない」
という方の場合には、「食べてない」、「食べ
させることができない」というような事情、
そうせざるをえない家庭の事情があって、こ
のグループは社会経済的支援が必要とされる
グループになるのではないかと思っておりま
す。
　子どもたちに対してできることは何かとい
うことですけども、3歳時健診で「朝食摂取
習慣のついていない」ご家庭に対して、集中
的に社会的支援を行い、生活習慣を整えて、

それによってその子の認知機能が改善するこ
とが望ましいと思います。

　結語になります。
　幼児期の朝食摂取を習慣づけることは将来
の学力向上に繋がる可能性があります。
幼少期に朝食が毎日とれない家庭は社会的支
援を必要としている可能性があると考えまし
た。
　ご清聴ありがとうございました。

大竹所長
　ありがとうございました。
　会場からの質問もたくさんきています。結
構内容が共通していますね。
　「3歳時の朝食未摂取が就学後の成績状況の
原因じゃなくて、最初の方におっしゃいまし
たけども、背景に経済的影響などがあるので
はないかと。では、それを踏まえて、尼崎市
としては、この点について何ができるでしょ
うか。」という質問です。

永瀬主席研究員
　例えば、乳幼児健診とかで、どういうお子
さんに支援をするのが良いのかということで
すね。親御さん自身が「すごく困っている」
と主張がある場合は良いのですが、そうでな
い場合、「“困ってる”にマークをつけると色々
言われるのが嫌だからあえて言わない」とい
う場合もあるのですが、「朝食を食べない」
にチェックがあれば支援が必要な可能性があ
るというスクリーニングするために使いやす
い項目ではないかと思います。

大竹所長
　さきほどのプッシュ型の提案に近いです
ね。ありがとうございます。
　時間に限りがあるのであと1点だけ。
　「最近、小学校で朝食を提供するという取
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り組みが大阪府内でも出てきましたが、その
取り組みはどういう影響があると考えられま
すか。」

永瀬主席研究員
　朝食を摂らせるということは、朝起きると
いうことをしなければならない。そのために
は、夜も早く寝なければならないということ
です。そうすると生活が整うことに繋がるの
で、そういう意味でも効果はあるのではない

かと思います。

大竹所長
　なるほどありがとうございました。
　昨年までの研究でも、夜寝る時間というの
は大事だということでしたので、そういうこ
とを普及するきっかけになるということです
ね。
　どうもありがとうございました。
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報告テーマ：「尼っこ健診・生活習慣病予防
コホート研究」
野口主席研究員
　大阪大学の野口緑です。
　我々は、尼っ子健診結果分析から推測でき
る生活習慣病予防の課題について研究を進め
ております。
　研究の最終目標は、子どもたちが将来生活
習慣病にならないために、11歳14歳で、肥満
や、高血圧、高血糖、脂質異常に至ることに
関連する生活習慣を特定して、予防施策に貢
献することです。
　これまでは、まず肥満度の増大に関連する
生活習慣について調べ、寝る時間が夜22時以
降は、それ以前に寝る子と比べて肥満度が増
大すること、また、1日の総活動量が2時間未
満である子は2時間以上の子に比べて肥満度
が増大することがわかっています。
　さらに、出生児の体格が11歳14歳の体格に
相関することがわかったため、出生児の体格
に介入可能な要因がないかどうか、妊婦健診
データを用いて妊娠中の母の体格や血圧の変
化などを調べてみたところ、非妊娠時の母の
体格や妊娠中の体重増加量や、妊娠高血圧症
の有無が出生児の子どもの体重、体格に関連
することがわかりました。
　さらに、体重増加のパターンを層別化して
解析したところ、乳幼児期から体重が大きく、
その後も体重増加が最も大きいグループは、

他のグループと比べて、就寝時刻が遅いこと、
必要な野菜の摂取量が少ないこと、またひと
り親世帯が多いこともわかりました。さらに
は、乳幼児期の母の負担感、育児の負担感が
11歳の体格に関連していることも示唆されま
した。
　そして、昨年から動脈硬化を進めてしまう
高LDLコレステロールがどのような背景に
関連しているかを分析しています。今回も引
き続き、この研究の途中経過についてご報告
します。
　まず、事故などで亡くなった2,876人の若
年の血管表面の変化の割合から動脈硬化がど
れくらい進行しているか調べた海外の研究結
果では、少なくとも10代のうちから、脂質異
常や肥満、高血圧、喫煙があるグループでは、
脈硬化を進めているということがわかってい
ます。つまり、成人期に至るまでの動脈硬化
を予防するためには、肥満はもちろんのこと
ですが、脂質異常があれば、早期に介入する
必要があるということがわかっているわけで
す。
　では、どういった背景が若年期の脂質異常
に関係しているのか、ということを調べてお
ります。
　昨年の報告では、日本動脈硬化学会による
小児の家族性高コレステロール血症のガイド
ラインに示されたスクリーニング基準を紹介
しました。家族性高LDLコレステロールの遺

研究報告（６）
研究テーマ：「尼っこ健診・生活習慣病予防
コホート研究」

主席研究員　野口　緑（大阪大学大学院 医学系研究科 特任准教授）
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伝があって、検査で高コレステロールを呈す
る子どもを早期にスクリーニングをし、医療
につなげて、将来に動脈硬化を持ち越さない、
あるいは、若年期で発症する心筋梗塞を予防
する必要性が提唱されています。
　昨年は、脂質異常の家族歴のある子どもた
ちは、そうでない子どもたちと比べて、11歳
で2.63倍、14歳で4倍LDLコレステロールが
高いことが示唆されることを報告しました。
　では次に、家族歴以外の予防可能な要因、
生活習慣との関係がないのかどうかというこ
とについても調べており、それについて報告
します。

　研究方法ですが、2023年度（令和5年度）
の尼っ子健診結果と、保護者が記載した生活
習慣質問票の回答データを用いて、LDLコレ
ステロールの有無と生活習慣との関連を分析
しました。
　生活習慣としては、起床時間や就寝時間、
各食事時間や体育を除いた身体活動時間、よ
く飲む飲料の種類、よく食べるパンの種類、
各食事の野菜摂取量100g以上の有無を用い
ました。解析にはロジスティック回帰モデル
を用いて、該当する生活習慣無しと比べた、
有りのLDLコレステロールを上昇させる確
率比を算出しました。
　令和5年度の尼っ子健診受診の11歳14歳の
特性では、11歳では、痩せている割合が女子
に比べて男子に多く、14歳では女子に比べて
男子で、肥満の割合が多いという特徴があり
ました。
　尼っ子健診を受けた子どもたちの、LDLコ
レステロールの分布を示します。縦の破線が
LDLコレステロールの基準値です。次のスラ
イドは、LDLコレステロールが140㎎ /dl以
上と、140㎎ /dl未満の子どもの特徴を比較
したものになります。ハイライトしていると
ころが、140㎎ /dl未満と比べて140以上の子

どもたちで統計的有意に高い項目として、肥
満であること、拡張期血圧がやや高いという
こと、活動時間が2時間以上である割合が少
ないということになります。それ以外の生活
習慣（就寝時間、菓子パンを食べないこと、
清涼飲料水の摂取習慣、就寝時間や起床時間、
1日最後の食事から就寝までの時間）は、両
群に差はありませんでした。
　11歳の子どもでは、身体活動量が2時間を
超えている子は、LDLコレステロールが高
い確率が5割から6割程度減少していました。
LDLコレステロールを上昇させる要因とし
て関係する項目は、ヘモグロビンA １ｃが
高いこと、就寝時間が遅いことが示唆されま
した。また、女の子に比べて男の子はLDLコ
レステロールが少し低い結果でした。
　14歳の結果では、身体活動量が2時間を超
えている子は、そうでない子と比べて、LDL
コレステロールが高くなる確率を約6割程度
減少させる結果でした。
　これらをまとめると、LDLコレステロー
ルが高い子は、それ以外の子と比べて肥満割
合が多いことがわかり、身体活動量が2時間
以上ある子はない子に比べてLDLコレステ
ロールを5割から6割低下させることがわかり
ました。パンの種類や清涼飲料水を常飲して
いることとの関連は見られませんでした。

　身体活動量の不足が肥満を上昇させ、それ
がLDLコレステロールの上昇にも関連して
いるという可能性が示唆されたことから、Z
スコアという標準化した体格スコアを用い
て、LDLコレステロールが高い子とそれ以外
の子どもとの体格を比較してみました。
　これが11歳14歳の子どもの体格の分布（縦
に破線がある青の破線がやせのライン、赤の
破線が肥満のライン）で、LDLコレステロー
ルが高かった子どもは赤の破線を中心とし
て、分布しているように見えますが、さらに
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Density Plot（密度プロット）という方法で
表しました。これは、どの辺りに一番たくさ
ん結果が集まっているかという密度を推定す
る表し方になります。
　LDLが高い子どもたちというのは、それ以
外の子どもたちと比べて、より肥満度が高い、
肥満のスコアが高いところに分布しているの
がわかりました。このことから、LDLコレス
テロールが高い子は、それ以外の子と比べて
肥満が多いことが推定できました。
　身体活動量の不足が肥満に加えて、LDLコ
レステロールの上昇にも関連している可能性
が示唆されたわけですが、身体活動の不足が
直接、LDLコレステロールを上昇させている
のか、肥満がプロモーターとなってLDLコ
レステロールを上昇させるのかについてのメ
カニズムについては、引き続き既報などのレ
ビューにより検討していきたいと思います。

　本研究の限界です。
　今回の研究では、令和5年度だけのデータ
を対象にした分析であったため、高LDLコレ
ステロールや特定の生活習慣に該当するもの
が限られていたことから、十分なサンプルサ
イズがえられていたとは言えないと考えてい
ます。改めて複数年度で同様の分析もしてい
きたいと思います。

　まとめとしては、高LDLコレステロールの
11歳14歳の子どもたちは肥満の割合が多く、
身体活動量の不足が関連していることが示唆
されました。高LDLコレステロールの子ども
たちに身体活動量を増やすよう指導すること
が、LDLコレステロールの改善に有効である
可能性があります。
　予防をしっかりしておくことによって将来
の生活習慣病を防げる可能性があるので、今
回の結果をぜひ活用いただけるとありがたい
です。
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報告テーマ：「ヤングケアラーのケア役割と
性格に関する検討」
濱島主席研究員
　大阪公立大学の濱島です。よろしくお願い
いたします。
　2024年度は、子どもが担うケアの状況と、自
己肯定感、性格との関連を検討しました。使用
したデータはヤングケアラーに関する実態調査、
住基データあまっ子ステップ・アップ調査で、ヤ
ングケアラーに関する実態調査が実施された
2021年時点において、中学1年生、2年生のデー
タを使用しました。分析対象は全体で5882名
となり、そのうち生活保護を受けていたものは
159名でした。中学1年生、2年生の内訳は以下
の通りです（スライド清覧）。
　早速ですが結果に入ります。自己肯定感の
集計結果ですが、中学1年生、中学2年生とも
に、「まああてはまる」が最も多く、4割程度
でした。次に性格の集計結果ですが、時間の
関係で詳細は割愛しますが、このような得点
分布になりました（スライド清覧）。続きま
して、子どもが担っているケアの状況です。
家事の頻度については中学1年生、2年生のい
ずれも「時々する」と回答したものが最も多
くなりました。家族の世話、すなわち身体的
介助については、中学1年生、2年生のいずれ
も「全くしない」と回答したものが最も多く
なりました。
　次に家族から受けるケアの状況についてで

す。今回、ヤングケアラーが家族から受ける
ケアの状況によって、自己肯定感及び性格に
違いが生じる可能性を考え、あまっ子ステッ
プ・アップ調査の生活アンケートの中で次の
項目を用いました。
　◦ Q8家の人は自分のことを気にかけて
くれていると思う。
　◦ Q10勉強やスポーツのことで、家の人
が応援してくれる。
　◦ Q11将来の夢やこれからの進路につ
いて、家の人と話をする。
　いずれの項目においても「とても当ては
まる」と回答したものが最も多くなりまし
た。これら3つの質問に対する回答は相関が
高かったため、以降の分析、回帰分析では、
主成分分析により得られた主成分得点を感覚
尺度として説明変数に含めました。主成分得
点は標準化されており、得点が高いほど家族
からケアを受けていることを意味します。
　それでは本報告の主題の一つである自己肯
定感とケアの状況との関連についての結果に入
ります。自己肯定感で「とてもあてはまる」と回
答したものの割合について、子どもが担うケア
の状況との関連を交絡因子、スライドに示して
いますが、この影響を調整したロジスティック回
帰分析により検討しました。ケアの状況につい
て感覚尺度とみなした分析と、カテゴリーとみ
なした分析の二つの分析を行いました。前者を
分析1、後者を分析2とします。

研究報告（７）
研究テーマ：「尼崎市におけるヤングケアラー
の実態調査と課題解決に向けた手法の検討」

主席研究員　濱島 淑惠（大阪公立大学大学院 現代システム科学研究科 教授）
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　その結果、家事・身体的介助のいずれにお
いても、優位な関連が認められました。家事を
しているものほど、また身体的介助しているも
のほど自己肯定感が高いものが有意に多いとい
う結果になりました。例として身体的介助の結
果を示します。身体的介助しているものほど自
己肯定感が高いものが有意に多く、分析1のオッ
ズ比は1.107でした。分析2における全くしない
を基準としたオッズ比は時々するの場合1.275、

「いつもする」の場合、1.670で、いずれも有意
でした。なお時間の関係で詳細は割愛しますが、
自分がしているケアの状況と、家族から受けて
いるケアの状況の交互作業を考慮した分析も行
いましたが、顕著な交互作用は認められません
でした。
　次に、性格とケアの状況との関連についての
結果です。性格の獲得点について子どもが担う
ケアの状況との関連を交絡因子の影響を調整し
た住回帰分析により検討しました。分析1の結果
ですが、家事に関しては外向性・協調性・勤
勉性・開放性の得点との間に有意な正の関連
が認められました。身体的介助に関しては外向
性・勤勉性・開放性との、間に有意な正の関連
が認められました。神経症傾向については家事
身体的介助のいずれの場合も、有意な関連は
認められませんでした。次に分析2の結果です
が、1例として外向性の結果を示します。カテゴ
リーで見た結果ですが、「いつもする」のカテゴ
リーで有意に高い偏回帰係数が認められていま
す。交絡因子の結果では、家族から受けるケア
の状況性別において有意な関連が認められまし
た。家族から受けるケアの状況については、有
意な正の関連が認められており、家族から受け
るケアの状況の主成分得点が高いものほど、各
性格の得点が有意に高くなっていました。
　最後に、考察です。家事、家族の世話、身
体的介助を頻繁にしているものほど自己肯定感
が高いものが多いことが示唆されました。これ
は子どもがケアを担うことのプラス面ととらえる

ことができ、海外の研究でもヤングケアラーは
自分に誇りを持つことができると類似したこと
が指摘されています。
　また性格については外向性・勤勉性・開放性
との関連が示唆されました。これもヤングケア
ラーのポジティブな面とも理解できますが、様々
なことを頑張りすぎてしまうという点も懸念され
ます。マスコミ報道等の影響により、一般的に
はヤングケアラーは元気がない、いつも1人でい
る、つらそうにしているなどのイメージが持たれ
ることが少なくないですが、それとは異なるヤ
ングケアラー像が今回の結果からは見られます。
このようなヤングケアラー像のズレから教育現
場においてはその子どもがヤングケアラーである
ことに気づきにくくなってしまう可能性も考えら
れ、注意を要すると言えます。
　なお、これはこれまで何度かしてきたことで
すが、家事については、普通のお手伝いが含
まれている可能性があることを加味する必要が
あり、今後より精度の高い調査の実施が望まれ
ます。
　一方で、今回注目した自己肯定感と性格に
関しては、家族から受けているケアの状況との
関連も確認されました。このことからヤングケア
ラーの支援において、その子どもが家族からの
ケアを受けているか否かについても着目する必
要があると考えられます。
　私たちの報告は以上とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
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報告テーマ：「保育園が支える子どもの育ち」
藤澤主席研究員
　本日は「保育園が支える子どもの育ち」と
いうタイトルで、これまでの研究について進
捗を報告させていただきます。
　本研究の大きな背景といたしまして、子ど
もの発達への影響するリスク要因と保護的要
因は妊娠期にもあるということで、私どもは、
妊娠期に着目した分析も進めておりますけれ
ども、発達早期の保護的要因として、幼児教
育・保育に関心を向けて参りました。
　以前の報告会では、就学後の学力が、就学
前に存在していた子どもの家庭の経済リスク
や3歳児健診で見られていた発達上のリスク
との関連をしているという報告をいたしまし
た。
　この報告は、3歳児健診の情報に着目をし
たものでしたが、もっと早い時期に発達リス
クの兆候をつかむことができれば、より丁寧
なフォローや支援ができるということで、よ
り早い時期の健診の情報に着目をいたしまし
た。
　乳幼児健診は、子どものみならず親の健康
状況や子育て環境を把握し、ニーズに応じて
多職種連携により親子を切れ目ない支援につ
なげていくという目的があり、母子保健法で、
1歳半健診と3歳児健診は義務の受診となって
おりまして、全国平均的には95％の受診率と
いうことで非常に高い受診率となっていま

す。
　妊婦健診やもっと小さい時期の健診は任意
となっておりますが、こちらに関しましても、
私どものグループで分析を進めているところ
でございますが、本日は昨年に続き、1歳半
健診と3歳児健診の分析結果を報告させてい
ただきます。
　昨年の報告会では、1歳から3歳まで継続し
て保育所に通っていたグループと1歳から3歳
まで継続して保育所に通っていなかったグ
ループの比較から、乳児期より保育所を継続
して利用したグループの方が1歳半健診で見
られた発達リスクの兆候が継続する割合が低
いということを報告いたしました。
　本日は、乳児期より保育所を利用すること
が、どのような子どもたちにとって効果があ
るのか、何に効果があるのかについて、昨年
の分析手法ですと限界がありました「保育所
利用の因果関係」に可能な限り迫る分析方法
を用いて行った結果を報告させていただきま
す。
　1歳半健診で確認できる情報を可能な限り
駆使して、「乳児期から保育所を利用する家
庭」と「利用しない家庭」が、子どもの発達
に影響しうる様々な点において異なる可能性
を可能な限り考慮して、観察される変数につ
いては「同じような状況であった子どもたち」
のうち、「保育所に行っている」か「いない」
かという点で異なる、そういった子どもたち

研究報告（８）
研究テーマ：「妊娠期からの家庭・教育・社会環境と子ど
もの学力・健康：保護的要因とリスク要因に関する包括的
検討」

主席研究員　藤澤　啓子（慶應義塾大学 文学部 教授）
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を比較するというものです。
　機械学習の方法を使いまして、1歳半時点
での発育の状況が似ている子どもたちをみつ
けて、保育園に行ったか行かなかったかとい
うことがどんな影響を与えたのか。
　例えば、1歳半時点での発育の状況が似て
いたAくんとBくんの3歳児健診での発育状況
を比較することで、保育所利用が子どもの発
達にどのような影響を与えているか検証する
というものです。
　学びと育ち研究所を通じてご提供いただ
き、この報告の研究に用いた行政記録情報は
こちらの通りです。
　すべて個人情報を外した形でのご提供です
ので、私たちの分析から特定の個人やご家庭
を同定することはできません。
　なお、欠損のあるデータは除いて分析を
行っています。
　乳幼児健診の情報には小児科所見などもあ
りますが、私どもが利用したのは昨年の報告
と同様で、身長と体重のデータ、健診時に保
護者が回答する問診票の発育に関する項目
の回答について、保健師がスクリーニング
チェックしたものになります。
　項目がたくさんありますので、粗大運動、
微細運動、多動・衝動性、社会性・認知機能、
身辺自立に分類して検討を行いました。
　本報告では、子どもの状況に加えて、保護
者の状況、「育児について楽しめている」「疲
れる」、「育児の相談者や協力者がいるかどう
か」、「イライラして子どもを叩きたくなった
り、叩いたりしてしまったりすることがある
かどうか」、「家族でゆっくりすごく時間があ
るかどうか」の項目も分析対象に含めました。
　アウトカムとなる3歳児健診の内容は、1歳
半健診の内容と同じものを対象にしていま
す。分類した発達領域は同じですが、保護者
が回答する問診票の具体的な内容は、1歳半
と3歳児では違っています。

　ここで尼崎市の乳幼児健診の受診状況につ
いて挙げておきたいと思います。
　今示しているのは昨年報告したもので、保
育所利用をしていたグループと、保育所利用
をしなかったグループで、どちらも1歳半健
診よりも3歳児の健診の受診割合が低くなっ
ています。また、保育所利用グループの方が、
全体的に乳幼児健診の受診割合が低いという
ことがあります。
　また、1歳半健診と3歳児健診のどちらかが
未受診というよりも、両方未受診であったと
いう子どもの方が数としては多いということ
でした。
　両方未受診の子どもの内訳を見てみると、
未就園の子どもが6割を占めました。
　本日の報告は3歳児健診の発育状況をアウ
トカムとしたものですので、3歳児健診が未
受診だった子どもたちについては、分析対象
に含まれていません。

　では、結果です。
　まず、保育所を利用することの平均的な効
果について見ていきます。
　点数を標準化し、効果の比較がしやすいよ
うにしたものがこちらの図になります。
　処置効果がマイナスということは、スク
リーニングチェックが入らないということに
していますので、数値がマイナス方向に行く
ほど、保育所を利用する効果が平均的に高い
ということを意味しています。
　見てみますと、保育所を利用することに
よって、3歳児健診時に肥満傾向、微細運動
機能、粗大運動機能、社会性・認知機能、身
辺自立といった領域に平均的にスクリーン
チェックが入りにくくなるということがわか
りました。
　次は、保育所を利用する効果に個人差があ
るのかという点です。
　こちらは保育所を利用についてプロットし
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たものです。
　0ですと保育所利用の効果がないというこ
とで、先ほどと同じようにマイナスにいく程
効果が大きいということを示しています。
　見てみますと肥満傾向については、0で効
果がないという子どもがとても多く、3歳児
健診時に、BMIが特に大きくなるかどうかと
いうことについて、保育所を利用することの
効果がない子どもたちがとても多いというこ
とがあります。
　ただ、1歳半健診で肥満傾向にあった子ど
もが約700名、3歳児健診では約800名でした
ので、乳幼児期に肥満傾向になる子どもがそ
もそも限られているという点には留意が必要
です。
　一方、身辺自立や社会性認知機能について
は、分布が全体的にマイナス方向に寄ってい
るということがわかりまして、これらの領域
については、ほとんどの子どもたちにとって、
3歳児健診時にフラグが立ちにくくなるとい
うことについての効果が大きくなるというこ
とがいえるかと思います。
　また、どのグラフも効果が出ている子ども
とそうでない子どもたちがいるということを
表していて、保育所を利用することの効果に
は個人差があり、その効果の大きさは何をア
ウトカムとして見るかによっても異なるとい
うことがあります。

　次に保育所を利用することの効果の個人差
が何によって説明されるのかについて、1歳
半健診の状況を説明変数とした結果を見てい
ます。
　まず、肥満傾向についてです。マイナスに
いくほど果が大きいということですが、見
てみますと、3歳児健診時に特に大きいBMI、
肥満傾向になりにくくなるのは、まず男の子
ということもありますが、1歳半健診ですで
に肥満傾向であった子ども、先ほど申し上げ

ました通り限られた人数ではありますが、そ
の子どもたちにとっては保育所利用の効果が
大きいということがあります。
　社会性認知機能についても、男の子に効果
があるということがありますが、1歳半健診
の時に「家族でゆっくり過ごす時間がなかっ
た」と保護者が回答していた子ども、また1
歳半健診時に社会性認知機能にスクリーニン
グチェックが入っていたというリスクの兆候
があった子どもにとって、3歳児健診時にこ
の領域にスクリーンチェックが入りにくくな
るという結果でした。
　身辺自立についても同様に、1歳半健診の
時に、身辺自立にスクリーニングチェックが
あったリスクの兆候があった子どもにとっ
て、保育所を利用することによって、3歳児
健診時で同じ領域にスクリーニングチェック
が入りにくくなるという効果が見られまし
た。
　身辺自立に関しては、育児の相談者や協力
者がいない、育児に疲れている、イライラし
てしまうといった保護者のストレス状況が高
かった子どもにとって、保育所を利用するこ
とが大きいということも見られる、そういう
特徴も確認できました。

　本日のまとめです。
　保育所を利用することによって、様々な
発達領域に3歳児健診でスクリーンニング
チェックが入りにくくなるという意味でのポ
ジティブな影響が平均的に見られるというこ
とが確認されました。子どもに保育所を利用
することの効果の大きさはどの子どもにとっ
ても同じではなく、発達領域によっても子ど
もによっても異なるということを示しまし
た。
　どのような子どもに効果があるかというこ
とで、1歳半健診時にすでに発達リスクの見
られる領域があった子どもにとっては、保育
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所を利用することによってその領域に3歳児
健診時に継続してチェックが入るということ
が起こりにくくなるということでした。
　また、身辺自立の領域に関しては、1歳半
健診時に保護者に育児疲れや、イライラなど
のストレス状況が見られた子どもにとって
は、保育所を利用することによって3歳児健
診時に身辺自立の発育リスクが起こりにくく
なるということもみられました。

　本報告が示した保育所利用の効果は、保育
所を利用することによって生じる保育所での
経験から子どもが得られる効果と、それに加
えて親が得られる効果、例えば就労が可能に
なり世帯所得が増えることによって経済的ス
トレスが軽減される、保育所の先生からサ
ポートからもたらされるメンタルヘルスや育
児スキルの改善といった親が得られる効果の
両方を包含するものです。
　本日の報告は、1歳半健診時に見られる子
どもや親の状況によって、乳児期より保育所
を利用することの効果が大きく得られるとい
うことでしたが、健診が未受診になる子ども
については、本日の分析結果からは何も言え
ないということがありますので、健診の未受
診の子どもについて、行政からのフォローが
やはり大切になってくるところかと考えてお
ります。
　以上です。
　ありがとうございました。

大竹所長
　Slidoに届いている質問ですけれども。
　「1歳半健診でリスクが高いという子は、保
育所を利用するとそれが改善するということ
だったのですが。例えば、どんな取り組みを
市ができるのか、どんなことが現実に考えら
れますか。」と。

藤澤主席研究員
　例えば、保育所の入園を決めるような方に
も知っていただければと思います。
　入園選考の時に考慮されるとかも方法とし
てはあるのかと思います。

大竹所長
　保育所入所の優先順位を選考するためのポ
イントにすることも方法としてあるというこ
とですね。

藤澤主席研究員
　あくまで可能性のひとつとしてお話ししま
した。
　入園の基準というのは市が決められている
ところがあると思いますし、子どもの発育の
状況だけで決められるわけではないです。ま
たその保育園、つまり受け入れる側にその体
制が整っているのかという検討も必要になる
かもしれません。
　そういった受け入れ側の体制の整備なし
に、保育所に入園すると何かいいことがあっ
て確実に発育リスクがなくなるということま
で求めることはなかなか難しいとは思いま
す。

大竹所長
　はい。ありがとうございました。
　そうですね。行政がどこまでできるかは難
しいかもしれないけど、今回明らかにされた
ような男の子だとか、肥満だったりすること
とかあるいは1歳半健診で触れる社会性での
チェックが入っているという場合、保育園の
効果がある程度あるということを示した結果
は、意義があると思います。

藤澤主席研究員
　そうですね。
　乳児保育の利用が増えていて、乳児期から
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の保育所利用の効果もあるようだということ
ですが、一方で、小さい時はお家で育てたい
というご家庭もあって、その思いを尊重する
というところは一つ大事なのかなと思ってい
ます。

大竹所長
　保育所にこのような効果があるというとき
に、保育所に入りにくい場合どうしたらいい
か。
　例えば、就労を希望されない家庭という場
合は、なかなか入りにくい。その時にはやっ
ぱり今言ったような、こういう啓発をしてい
くという機会が必要なのかと。それでもでき
ない場合、どうしたらいいのか。やはり難し
い問題ではありますね。

藤澤主席研究員
　そうですね「誰でも通園制度」というもの
も今始まって整備が進んでいるところではあ
るかと思います。また、市の中にいくつもあ
る子育て支援のところに、保育園に通ってい
ないご家庭で小さいお子さんたちが通いやす
くするように、例えばお知らせですとか、何
か行きやすくなる仕組みがあると、保育園に
毎日通っていないお子さんについても、知識
や専門性のあるスタッフが親子の様子を見る
機会、そして親御さんと専門のスタッフがお
話しするような機会を作り出す可能性がある
のではないかと思います。

大竹所長
　はい。ありがとうございました。



102



103



104

　尼崎市教育長の森山でございます。
　本日は大竹所長をはじめ、中室教授、各研
究員の皆様の貴重な研究報告を本当にありが
とうございました。
　研究報告の中で私が特に印象に残っている
ものは、中室先生の研究報告の中で行政記録
情報を活用するに当たり、行政内部の縦割り
により弊害が生じている点があり、1 人の子
どもの情報においても、福祉、教育、保健の
情報共有不足によって、支援が届いていない
点があるのではないかというお話です。
　また、佐野研究協力員（北野主席研究員代
理）によるご発表の中で、社会情動的スキル、
ご家庭の子育て関心度と学力の相関関係で
は、子育て関心度が低い場合でも、就学前教
育施設での保育の質によってそれを補ってい
るというお話がありました。また、大竹所長
のお話では、生活保護受給世帯に対して実施
している学習支援事業は、自宅から開催場所
が遠いほど子どもが参加しやすく、またその
参加率が高いほど、学力が向上しており、自
宅での学習時間が長くなるとのことでした。
これらをはじめとして、すべてが大変興味深
く、これから取り組んでいくべき未来の教育
の在り方について考えさせられる研究発表で
ございました。
　経験則やエピソードに基づく政策立案では
なく、やはりデータに基づく政策立案が非常
に重要であることを、再認識したところでご
ざいます。

　教育委員会としましても、積極的に学びと
育ち研究所と連携し、EBPM、エビデンスに
基づく教育施策につなげるとともに、本市の
子どもたちのために、教育委員会事務局と学
校現場とで課題認識を共有し、尼崎の教育の
価値を一歩でも高めていきたいと考えており
ます。今後とも、学びと育ち研究所におかれ
ましてもご支援をいただきますようお願いい
たします。
　以上で私の挨拶とさせていただきます。
　本日は誠にありがとうございました。

閉会挨拶

尼崎市教育委員会教育長　森山　太嗣
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